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は
じ
め
に

後
漢
初
期
の
歴
史
家
・
班
固
（
三
二
～
九
二
）
の
思
想
に
お
け
る
儒
教
的
要
素
を
指
摘
す

る
代
表
的
な
研
究
に
、
福
井
重
雅
氏
の
「
班
固
『
漢
書
』
の
研
究
」
が
あ
る
。
福
井
氏
は
、

『
漢
書
』
高
帝
紀
下
の
論
賛
を
も
と
に
し
て
、
班
固
の
思
想
が
、
漢
堯
後
説
の
標
榜
・
漢
火

徳
説
の
支
持
・
『
左
伝
』
の
偏
重
・
讖
緯
思
想
の
受
容
と
い
う
四
点
か
ら
成
り
立
つ
こ
と
を

指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
班
固
は
自
ら
信
奉
す
る
こ
の
四
本
の
思
想
を
主
軸
と
し
て
、
『
漢

書
』
を
完
成
さ
せ
た
と
す
る
。
福
井
氏
は
ま
た
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
前
漢
末
期
の
劉
向

（
前
七
九
～
前
八
）
・
劉
歆
（
？
～
後
二
三
）
父
子
は
、
漢
堯
後
説
・
漢
火
徳
説
を
唱
え
る

と
と
も
に
『
左
伝
』
を
顕
彰
し
、
図
讖
家
で
も
あ
っ
た
と
し
た
う
え
で
、
班
彪
・
班
固
父
子

は
、
そ
う
し
た
時
代
の
趨
勢
に
感
化
さ
れ
て
漢
堯
後
説
・
漢
火
徳
説
・
『
左
伝
』
・
図
讖
に

傾
倒
し
た
と
述
べ
る（

１
）

。

実
際
、
劉
向
・
劉
歆
父
子
の
思
想
は
、
班
固
『
漢
書
』
の
思
想
に
影
響
を
与
え
た
と
見
ら

れ
る
。
劉
歆
の
「
三
統
暦
譜
」
「
鐘
律
書（

２
）」

が
律
暦
志
の
中
核
を
成
す
記
事
と
し
て
掲
載
さ

れ
、
劉
向
・
劉
歆
の
災
異
説
が
五
行
志
に
多
く
収
め
ら
れ
、
ま
た
藝
文
志
が
劉
歆
の
「
七

略
」
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
と
い
う
事
実
が
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
。
と
り
わ
け
、
劉
歆

の
班
固
へ
の
思
想
的
影
響
を
考
え
る
う
え
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
劉
歆
・
班
固
の
両
者
が

「
天
人
の
道
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
劉
歆
の
「
三
統
暦
譜
」
に
は
「
易
と

春
秋
と
は
天
人
の
道
な
り
（
易
与
春
秋
、
天
人
之
道
也
）
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
一
方
、

『
漢
書
』
睢
両
夏
侯
京
翼
李
伝
の
賛
に
は
「
神
明
を
幽
賛
し
て
、
天
人
の
道
に
通
合
す
る
者

は
、
易
・
春
秋
よ
り
著
ら
か
な
る
は
莫
し
（
幽
賛
神
明
、
通
合
天
人
之
道
者
、
莫
著
乎
易
・

春
秋
）
」
と
い
う
。
両
者
が
用
い
る
「
天
人
の
道
」
と
は
、
天
人
相
関
の
在
り
方
と
い
う
意

味
だ
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
両
者
の
こ
の
文
意
の
一
致
か
ら
、
『
易
』
と
『
春
秋
』
と
に

よ
り
、
天
人
相
関
の
在
り
方
が
明
ら
か
に
な
る
と
の
理
解
が
、
劉
歆
か
ら
班
固
へ
と
継
承
さ

れ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
劉
歆
の
三
統
説
に
お
け
る
「
天
人
の
道
」
の
分
析
を
も
と
に
し
て
、

劉
歆
の
三
統
説
・
六
藝
観
が
班
固
の
『
漢
書
』
へ
与
え
た
強
い
影
響
の
存
在
を
指
摘
し
た

い
。
考
察
の
手
順
は
次
の
通
り
。
ま
ず
『
漢
書
』
に
お
け
る
劉
歆
の
「
天
人
の
道
」
の
語
の

用
例
を
確
認
し
た
う
え
で
、
「
三
統
暦
譜
」
「
鐘
律
書
」
及
び
劉
向
・
劉
歆
の
五
徳
終
始
説

（
『
漢
書
』
郊
祀
志
賛
所
引
）
の
分
析
を
通
し
て
、
劉
歆
の
三
統
説
が
示
す
天
人
相
関
の
在
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り
方
の
特
徴
と
そ
れ
を
支
え
る
学
問
の
特
色
と
を
捉
え
る
。
次
に
、
そ
れ
ら
と
劉
歆
の
六
藝

観
と
の
関
係
を
勘
案
し
て
、
古
文
学
者
と
し
て
の
劉
歆
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
さ

ら
に
、
劉
歆
の
三
統
説
と
六
藝
観
と
が
『
漢
書（

３
）』

に
お
い
て
い
か
に
継
承
さ
れ
た
か
に
論
及

し
、
最
後
に
ま
と
め
を
す
る
。

　

一
、
劉
歆
の
三
統
説
が
示
す
「
天
人
の
道
」

『
漢
書
』
に
お
け
る
、
劉
歆
の
「
天
人
の
道
」
の
語
の
用
例
は
、
序
で
ふ
れ
た
律
暦
志
の

例
の
他
に
、
五
行
志
序
に
一
例
あ
る
。
本
節
で
は
、
五
行
志
及
び
律
暦
志
の
「
天
人
の
道
」

の
語
の
用
例
を
順
に
見
た
う
え
で
、
「
三
統
暦
譜
」
「
鐘
律
書
」
の
三
統
説
が
示
す
天
人
相

関
の
在
り
方
の
特
徴
を
捉
え
、
ま
た
そ
れ
と
劉
向
・
劉
歆
の
五
徳
終
始
説
と
の
連
関
を
調
べ

て
、
そ
の
後
、
そ
れ
ら
の
考
察
結
果
を
ま
と
め
る
。
考
察
の
際
に
は
、
劉
歆
が
論
拠
と
し
て

用
い
る
学
術
が
何
で
あ
る
か
に
、
適
宜
注
意
を
払
っ
て
い
く
。

（
１
）
五
行
志
の
「
天
人
の
道
」

ま
ず
、
五
行
志
序
が
載
せ
る
劉
歆
の
説
に
「
天
人
の
道
」
の
語
の
用
例
が
あ
る
。
こ
こ
で

劉
歆
は
、
『
易
』
繋
辞
上
伝
の
「
天
は
象
を
垂
れ
て
、
吉
凶
を
見
し
、
聖
人
之
に
象
る
。
河

は
図
を
出
し
、
雒
は
書
を
出
し
て
、
聖
人
之
に
則
る
」
と
い
う
文
に
拠
り
な
が
ら
、

羲
が

天
を
継
ぎ
王
と
な
っ
て
河
図
を
授
か
り
、
こ
れ
を
模
範
と
し
て
画
し
た
の
が
八
卦
で
あ
り
、

禹
が
洪
水
を
治
め
て
雒
書
を
賜
り
、
こ
れ
を
模
範
と
し
て
陳
べ
た
の
が
洪
範
九
章
で
あ
る
こ

と
を
述
べ
、
河
図
・
雒
書
は
経

た
て
い
とと

緯
よ
こ
い
との

関
係
に
あ
り
、
八
卦
・
九
章
は
表
と
裏
の
関
係
に
あ

る
と
述
べ
る
。
次
い
で
、
そ
の
後
殷
道
が
衰
え
る
と
文
王
が
『
周
易
』
を
敷
衍
し
た
。
周
道

が
衰
え
る
と
孔
子
が
『
春
秋
』
を
祖
述
し
、
そ
の
際
、
八
卦
の
乾
坤
が
示
す
陰
陽
の
道
理
と

洪
範
が
示
す
五
行
の
咎
徴
と
を
模
範
と
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
「
天
人
の
道
」
は
燦
然
と
明

ら
か
に
な
っ
た（

４
）

と
す
る
。

こ
こ
で
劉
歆
は
、
『
易
』
・
『
書
』
洪
範
・
『
春
秋
』
と
い
う
三
つ
の
書
物
が
形
成
さ
れ

た
過
程
を
示
し
、
表
裏
の
関
係
に
あ
る
『
易
』
と
洪
範
と
に
基
づ
い
て
成
っ
た
『
春
秋
』
に

よ
り
、
「
天
人
の
道
」
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
す
る
。
劉
歆
が
三
書
の
関
係
を
こ
の
よ
う
に

述
べ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
律
暦
志
の
「
天
人
の
道
」
の
検
討
を
通
し
て
考
察
を
加
え
る
こ

と
に
し
た
い
。

（
２
）
律
暦
志
の
「
天
人
の
道
」

次
に
、
序
で
引
い
た
「
三
統
歴
譜
」
の
「
易
与
春
秋
、
天
人
之
道
也
」
と
い
う
文
は
、
次

の
資
料
の
な
か
に
見
え
る
。

『
春
秋
』
の
経
文
が
「
一
」
を
「
元
」
と
し
て
始
め
を
統
べ
る
の
は
、
『
易
』
の
太
極

が
首
で
あ
る
の
に
当
た
る
か
ら
で
あ
る
。
春
と
秋
と
の
二
つ
に
よ
っ
て
一
年
を
表
す
の

は
、
春
・
秋
が
『
易
』
の
天
地
の
中
気
に
当
た
る
か
ら
で
あ
る
。
春
に
毎
月
、
王
と
書

す
る
の
は
、
王
が
『
易
』
の
三
極
を
統
べ
る
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
四
季
を
通
じ
て
事
件

が
な
く
と
も
必
ず
四
時
の
名
称
と
月
名
を
記
す
の
は
、
『
易
』
の
四
象
の
区
分
に
当
た

る
。
四
季
と
月
と
に
よ
っ
て
、
二
分
・
二
至
・
二
啓
・
二
閉
の
区
別
を
立
て
る
の
は
、

『
易
』
の
八
卦
の
位
置
に
対
応
す
る
。
事
物
の
成
敗
を
象
徴
的
に
示
す
の
は
、
『
易
』

の
吉
凶
の
現
れ
に
当
た
る
。
諸
侯
に
よ
る
朝
聘
や
会
盟
は
、
『
易
』
の
大
業
の
根
本
に

当
た
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
易
』
と
『
春
秋
』
と
は
、
天
人
の
道
な
の
で
あ
る
（
経
元
一

以
統
始
、
易
太
極
之
首
也
。
春
秋
二
以
目
歳
、
易
両
儀
之
中
也
。
於
春
毎
月
書
王
、
易

三
極
之
統
也
。
於
四
時
雖
亡
事
必
書
時
月
、
易
四
象
之
節
也
。
時
月
以
建
分
至
啓
閉
之

分
、
易
八
卦
之
位
也
。
象
事
成
敗
、
易
吉
凶
之
効
也
。
朝
聘
会
盟
、
易
大
業
之
本
也
。

故
易
与
春
秋
、
天
人
之
道
也
）
。

戸
川
芳
郎
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
『
易
』
繋
辞
上
伝
の
「
易
に
太
極
有

り
。
是
れ
両
儀
を
生
ず
。
両
儀
は
四
象
を
生
ず
。
四
象
は
八
卦
を
生
ず
。
八
卦
は
吉
凶
を
定

む
。
吉
凶
は
大
業
を
生
ず
（
易
有
太
極
。
是
生
両
儀
。
両
儀
生
四
象
。
四
象
生
八
卦
。
八
卦

定
吉
凶
。
吉
凶
生
大
業
）
」
と
い
う
世
界
の
生
成
発
展
の
原
理
に
、
『
春
秋
』
の
「
元
」
・

「
王
」
や
人
事
の
成
敗
・
治
政
の
大
事
な
ど
の
系
列
を
適
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

な
か
に
「
天
人
の
道
」
、
つ
ま
り
天
道
と
人
道
の
相
関
関
係
、
宇
宙
自
然
の
法
則
と
人
間
社

会
の
原
則
と
の
一
般
的
一
致
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る（

５
）

、
と
い
え
る
。

さ
て
こ
こ
で
、
前
掲
資
料
の
「
於
春
毎
月
書
王
、
易
三
極
之
統
也
」
と
あ
る
部
分
に
着
目

し
た
い
。
「
三
極
」
と
い
う
語
は
、
『
易
』
繋
辞
上
伝
に
「
六
爻
の
動
く
は
、
三・

・極
の
道

な
り
」
（
六
爻
之
動
、
三
極
之
道
也
）
と
あ
る
言
葉
で
、
天
地
人
の
三
才
を
指
す（

６
）。

劉
歆

は
、
繋
辞
上
伝
の
「
太
極
→
両
儀
→
四
象
→
八
卦
」
と
い
う
世
界
生
成
の
図
式
の
「
両
儀
」

と
「
四
象
」
の
中
間
に
「
三
極
」
を
挿
入
す
る
。
一
方
、
「
三
統
暦
譜
」
の
別
の
箇
所
に
は

「
春
三
月
に
於
い
て
毎
月
、
王
を
書
す
る
は
、
元
の
三
統
な
れ
ば
な
り
。
三
統
は
一
元
に
合

す
」
（
於
春
三
月
、
毎
月
書
王
、
元
之
三
統
也
。
三
統
合
於
一
元
）
と
あ
る
。
こ
こ
で
劉
歆

は
、
先
の
資
料
と
同
じ
『
春
秋
』
の
書
法
の
説
明
に
お
い
て
、
「
三
極
」
を
「
三
統
」
と
言

い
換
え
、
三
統
を
統
べ
る
「
元
」
な
る
根
元
を
設
定
す
る
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
て
先
の
「
於

春
毎
月
書
王
、
易
三
極
之
統
也
」
（
「
三
統
暦
譜
」
）
と
い
う
文
を
見
直
す
と
、
劉
歆
は
三

統
を
統
べ
る
「
元
」
と
し
て
「
王
」
を
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
実
は
こ
の
点
が
、
劉
歆

の
三
統
説
が
示
す
天
人
相
関
の
在
り
方
の
大
き
な
特
徴
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
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こ
の
特
徴
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
以
下
劉
歆
が
説
く
「
元
の
三
統
」
の
具
体
相
と
の
関
わ

り
か
ら
、
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

劉
歆
が
「
元
の
三
統
」
の
「
元
」
に
当
て
る
も
の
の
一
つ
に
、
「
太
極
」
が
あ
る
。

太
極
は
中
央
の
元
気
な
り
。
故
に
黄
鐘
と
為
し
、
其
の
実
は
一
龠
。
其
の
長
を
以
て
自

ら
乗
ず
。
故
に
八
十
一
を
日
法
と
為
す
。
権
衡
度
量
を
生
ず
る
所
以
に
し
て
、
礼
楽
の

繇
り
て
出
づ
る
所
な
り
（
太
極
、
中
央
元
気
。
故
為
黄
鐘
、
其
実
一
龠
。
以
其
長
自
乗
、

故
八
十
一
為
日
法
、
所
以
生
権
衡
度
量
、
礼
楽
之
所
繇
出
也
）
。
（
「
三
統
暦
譜
」
）

「
太
極
」
は
、
宇
宙
の
中
央
に
位
置
す
る
「
元・

・気
」
で
あ
り
、
従
っ
て
十
二
律
の
黄
鍾
に

当
た
り
、
そ
の
容
積
は
一
龠
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
長
さ
九
寸
を
二
乗
し
た
積
の
八
十
一
と

い
う
数
字
が
、
日
法
、
つ
ま
り
一
日
の
長
さ
の
分
母
に
当
た
る
と
と
も
に
、
度
量
衡
や
礼
楽

の
出
て
く
る
大
本
で
あ
る
と
す
る（

７
）

。
「
太
極
」
は
先
述
の
よ
う
に
『
易
』
繋
辞
上
伝
の
概
念

で
あ
る
。
「
太
極
」
「
元
気
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
も
あ
る
。

太
極
・
元
気
は
、
三
を
函
み
て
一
と
為
る
。
極
は
、
中
な
り
。
元
は
、
始
な
り
。
十
二

辰
を
行
る
に
、
始
め
て
子
に
動
く
。
又
之
を
丑
に
参
じ
て
三
を
得
。
又
之
を
寅
に
参

じ
て
九
を
得
。
又
之
を
卯
に
参
じ
て
二
十
七
を
得
。
又
之
を
辰
に
参
じ
て
八
十
一

を
得
。
…
又
之
を
戌
に
参
じ
て
五
万
九
千
四
十
九
を
得
。
又
之
を
亥
に
参
じ
て

十
七
万
七
千
一
百
四
十
七
を
得
。
此
れ
陰
陽
徳
を
合
し
、
気
の
子
に
鐘（

８
）

ま
き
て
、
万
物

を
化
生
す
る
者
な
り
（
太
極
元
気
、
函
三
為
一
。
極
、
中
也
。
元
、
始
也
。
行
於
十
二

辰
、
始
動
於
子
。
又
参
之
於
丑
、
得
三
。
又
参
之
於
寅
、
得
九
。
又
参
之
於
卯
、
得

二
十
七
。
又
参
之
於
辰
、
得
八
十
一
。
…
参
之
於
戌
、
得
五
万
九
千
四
十
九
。
又
参
之

於
亥
、
得
十
七
万
七
千
一
百
四
十
七
。
此
陰
陽
合
徳
、
気
鐘
於
子
、
化
生
万
物
者
也
）
。

（
「
鐘
律
書
」
）

「
太
極
・
元
気
」
は
、
天
地
人
の
三
統
を
包
み
込
ん
で
一
と
な
っ
た
も
の
で
、
宇
宙
の
中

央
に
位
置
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
は
十
二
辰
の
子
の
位
置
に
お
い
て
発
動
す
る
。
こ
の
子

に
お
け
る
一
と
い
う
数
は
、
丑
か
ら
亥
ま
で
を
経
る
間
に
、
そ
の
三
倍
が
十
一
回
繰
り
返

さ
れ
て
、
十
七
万
七
千
百
四
十
七
と
い
う
数
に
ま
で
増
大
す
る
。
そ
し
て
こ
の
数
の
増
大

は
、
陰
陽
二
気
が
子
の
位
置
に
種
を
ま
き
、
万
物
を
化
生
す
る
こ
と
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
。

「
鐘
律
書
」
の
他
の
箇
所
に
は
「
数
と
は
、
一
十
百
千
万
な
り
。
事
物
を
算
数
し
て
、
性
命

の
理
に
順
ふ
所
以
な
り
。
…
本
は
黄
鐘
の
数
よ
り
起
こ
り
、
一
に
始
ま
り
て
之
を
三
に
し
、

三
三
し
て
之
を
積
み
、
十
二
辰
の
数
を
経
、
十
有
七
万
七
千
一
百
四
十
七
に
し
て
、
五
数
備

は
る
（
数
者
、
一
十
百
千
万
也
、
所
以
算
数
事
物
、
順
性
命
之
理
也
。
…
本
起
於
黄
鐘
之
数
、

始
於
一
而
三
之
、
三
三
積
之
、
歴
十
二
辰
之
数
、
十
有
七
万
七
千
一
百
四
十
七
、
而
五
数
備

矣
）
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
併
せ
考
え
る
と
、
劉
歆
は
、
黄
鐘
の
一
が
十
二
辰
を
経
て
順
次
三

倍
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
、
太
極
の
元
気
が
天
地
人
三
統
へ
と
展
開
し
、
性・

・

・

・

・

命
の
理
法
に・

従・

っ・

て・

万
物
を
生
成
す
る
過
程
だ
と
見
な
す
と
捉
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
い
う
「
性
命
の
理
」
と
は
何
か
。
「
三
統
暦
譜
」
に
は
「
五
六
と
は
天
地
の
中
の

合
す
る
も
の
に
し
て
、
民
の
受
け
て
以
て
生
ず
る
所
な
り
。
…
十
一
に
し
て
天
地
の
道
畢
り
、

終
わ
り
て
復
た
始
ま
る
を
言
ふ
な
り
」
（
五
六
者
天
地
之
中
合
而
民
所
受
以
生
也
。
…
十
一

而
天
地
之
道
畢
、
言
終
而
復
始
）
と
い
う
文
が
あ
る
。
十
二
辰
の
子
の
位
置
に
種
ま
か
れ
た

「
太
極
・
元
気
」
と
し
て
の
一
が
、
丑
か
ら
亥
に
至
る
ま
で
に
、
十・

・

・
一
回
三
倍
さ
れ
て
い
く

と
い
う
循
環
は
、
天
の
中
数
の
五
と
地
の
中
数
の
六（

９
）

と
を
合
わ
せ
た
十
一
と
い
う
数
と
合
致

す
る
こ
と
か
ら
、
ま
さ
し
く
天
地
が
働
き
を
合
せ
て
万
物
を
生
み
出
す
数
理
だ
と
劉
歆
は
す

る
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
「
三
を
函
み
て
一
と
為
る
」
と
こ
ろ
の
「
太
極
・
元
気
」
こ
そ
が
天

地
の
数
理
（
五
・
六
）
を
統
合
し
発
動
さ
せ
る
本
体
の
理
法
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
注
意

し
た
い
。
「
性
命
の
理
」
と
は
、
「
太
極
・
元
気
」
を
根
元
と
し
、
天
地
に
よ
る
生
成
を
通

し
て
万
物
に
刻
印
さ
れ
共
有
さ
れ
る
理
法
だ
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
は

「
太
極
・
元
気
」
に
内
在
す
る
理
法
に
従
っ
て
発
動
す
る
三
統
の
相
互
関
係
の
在
り
方
を
さ

ら
に
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

「
鐘
律
書
」
は
、
「
三
統
と
は
、
天
が
施
し
与
え
、
地
が
作
り
育
て
、
人
が
営
み
を
行
う

筋
目
で
あ
る
（
三
統
者
、
天
施
・
地
化
・
人
事
之
紀
也
）
」
と
述
べ
た
の
ち
、
天
施
・
地

化
・
人
事
そ
れ
ぞ
れ
の
指
す
と
こ
ろ
を
、
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。

十
一
月
は
、
乾
の
初
九
な
り
。
陽
気
地
下
に
伏
し
、
始
め
て
著
れ
て
一
と
為
り
、
万
物

萌
動
し
て
、
太
陰
に
鐘
ま
く
。
故
に
黄
鐘
を
天
統
と
為
し
、
律
長
は
九
寸
な
り
。
九
は
、

中
和
を
究
極
し
て
、
万
物
の
元
と
為
る
所
以
な
り
。
易
に
曰
く
、
天
の
道
を
立
つ
る
を
、

陰
と
陽
と
曰
ふ
と
。
六
月
は
坤
の
初
六
な
り
。
陰
気
任
を
太
陽
よ
り
受
け
、
継
養
化
柔

し
て
、
万
物
は
生
長
す
。
之
を
未
に
楙し

げ

ら
し
め
、
種
を
し
て
剛
強
に
し
て
大
な
ら
し
む
。

故
に
林
鐘
を
地
統
と
為
し
、
律
長
は
六
寸
な
り
。
六
は
、
陽
の
施
を
含
み
、
之
を
六
合

の
内
に
楙
ら
し
め
、
剛
柔
を
し
て
体
有
ら
し
む
。
地
の
道
を
立
つ
る
を
、
柔
と
剛
と
曰

ふ
。
…
正
月
は
、
乾
の
九
二

）
（1
（

な
り
。
万
物
棣
通
し
、
寅
に
族
出
し
て
、
人
奉
じ
て
之
を

成
す
。
仁
以
て
之
を
養
ひ
、
義
以
て
之
を
行
ひ
て
、
事
物
を
し
て
各
お
の
其
の
理
を
得

し
む
。
…
故
に
太
族
を
人
統
と
為
し
、
律
長
は
八
寸
な
り
。
八
卦
を
象
る
。
…
人
の
道

を
立
つ
る
を
、
仁
と
義
と
曰
ふ
。
天
に
在
り
て
は
象
を
成
し
、
地
に
在
り
て
は
形
を
成

す
。
后き

み

は
以
て
天
地
の
道
を
裁
成
し
、
天
地
の
宜
を
輔
相
し
て
、
以
て
民
を
左
右
す
。

此
れ
三
律
の
謂
に
し
て
、
是
を
三
統
と
為
す
（
十
一
月
、
乾
之
初
九
。
陽
気
伏
於
地
下
、

始
著
為
一
、
万
物
萌
動
、
鐘
於
太
陰
。
故
黄
鐘
為
天
統
、
律
長
九
寸
。
九
者
、
所
以
究

極
中
和
、
為
万
物
元
也
。
易
曰
、
立
天
之
道
、
曰
陰
与
陽
。
六
月
、
坤
之
初
六
。
陰
気
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受
任
於
太
陽
、
継
養
化
柔
、
万
物
生
長
。
楙
之
於
未
、
令
種
剛
強
大
、
故
林
鐘
為
地
統
、

律
長
六
寸
。
六
者
、
所
以
含
陽
之
施
、
楙
之
於
六
合
之
内
、
令
剛
柔
有
体
也
。
立
地
之

道
、
曰
柔
与
剛
。
…
正
月
、
乾
之
九
二
。
万
物
棣
通
、
族
出
於
寅
、
人
奉
而
成
之
、
仁

以
養
之
、
義
以
行
之
、
令
事
物
各
得
其
理
。
…
故
太
族
為
人
統
、
律
長
八
寸
、
象
八
卦
。

立
人
之
道
、
曰
仁
与
義
。
在
天
成
象
、
在
地
成
形
。
后
以
裁
成
天
地
之
道
、
輔
相
天
地

之
宜
、
以
左
右
民
。
此
三
律
之
謂
矣
、
是
為
三
統
）
。

こ
こ
で
は
天
施
・
地
化
・
人
事
と
い
う
三
統
の
働
き
を
、
十
二
月
（
十
一
月
・
六
月
・
正

月
）
・
乾
坤
十
二
爻
（
乾
の
初
九
・
坤
の
初
六
・
乾
の
九
二
）
・
十
二
律
（
黄
鐘
・
林
鐘
・

太
族
）
・
十
二
辰
（
子）

（（
（

・
未
・
寅
）
に
そ
れ
ぞ
れ
結
び
つ
け
て
説
明
し
て
い
る）

（1
（

。
先
に
「
太

極
・
元
気
」
と
さ
れ
た
黄
鐘
を
子
の
位
置
に
当
て
る
の
は
、
中
央
の
「
太
極
・
元
気
」
、
す

な
わ
ち
「
中
和
を
究
極
」
し
た
「
万
物
の
元
」
と
し
て
の
一
の
理
法
が
天・

・

・

・

・

・

統
に
お
い
て
発
動

す
る
と
見
る
か
ら
だ
ろ
う
。
全
体
と
し
て
は
、
十
二
月
・
十
二
辰
と
い
う
宇
宙
の
循
環
と
拡

が
り
と
に
お
い
て
天
地
が
万
物
を
生
成
し
、
そ
の
万
物
の
「
性
命
の
理
」
を
を
王
者
が
教
化

に
よ
り
完
成
せ
し
め
る
と
い
う
三
統
の
相
関
関
係
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
が
劉
歆
の
三
統
説

が
示
す
天
人
相
関
の
在
り
方
で
あ
る
。
な
お
、
前
引
の
「
鐘
律
書
」
の
資
料
の
「
順
性
命
之

理
」
と
い
う
文
言
及
び
右
の
資
料
の
傍
線
部
で
示
し
た
『
易
』
の
引
用
箇
所
が
、
「
昔
者
聖

人
之
作
易
也
、
将
以
順・

・

・

・

・

性
命
之
理
。
是
以
立・

・

・

・

・

・

・

・

天
之
道
曰
陰
与
陽
、
立・

・

・

・

・

・

・

・

地
之
道
曰
柔
与
剛
、
立・

人・

・

・

・

・

・

・

之
道
曰
仁
与
義
。
兼
三
才
而
両
之
」
云
々
と
い
う
『
易
』
説
卦
伝
の
文
章
の
一
部
で
あ
る

こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
説
卦
伝
の
文
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
劉
歆
の
三
統
説
は
、
『
易
』

説
卦
伝
に
お
け
る
易
を
作
る
聖
人
の
立
場
に
近
い
と
ひ
と
ま
ず
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
『
漢
書
』
律
暦
志
が
載
せ
る
前
漢
・
武
帝
期
の
兒
寛
の
言
葉
に
「
帝
王
必
ず
正

朔
を
改
め
、
服
色
を
易
ふ
る
は
、
命
を
天
に
受
く
る
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
な
り
（
帝
王
必

改
正
朔
、
易
服
色
、
所
以
明
受
命
於
天
也
）
」
と
あ
る
。
こ
の
受
命
し
た
帝・

・王
に
よ
る
改
暦

と
い
う
統
治
行
為
は
、
人
統
に
お
け
る
王
者
の
役
割
に
深
く
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
「
三
統
暦
譜
」
に
記
さ
れ
た
革
命
及
び
改
暦
に
関
わ
る
記
述
を
調
べ
た
い
。

劉
歆
は
暦
と
し
て
の
春
秋
は
人
事
を
天
時
に
順
っ
て
配
列
し
た
も
の
だ
と
言
う

）
（1
（

。
そ
し
て

「
伝
曰
」
と
し
て
『
左
伝
』
成
公
十
三
年
の
「
民
受
天
地
之
中
以
生
、
所
謂
命
也
。
是
故
有

礼
誼
動
作
威
儀
之
則
以
定
命
也
。
能
者
養
以
之
福
、
不
能
者
敗
以
取
禍
」
と
い
う
文）

（1
（

を
引
用

し
て
、
『
春
秋
』
は
、
十
二
公
二
百
四
十
二
年
の
人
事
を
配
列
し
て
、
事
を
為
し
礼
を
行
う

際
に
は
春
（
陽
の
中
気
）
・
秋
（
陰
の
中
気
）
を
基
準
と
し
、
ま
た
暦
数
に
お
い
て
は
閏
月

を
加
え
て
天
地
の
中
気
を
正
す
こ
と
で
、
事
を
行
い
民
生
を
厚
く
し
て
そ
の
命
を
安
定
さ
せ

る
の
だ
と
述
べ
る）

（1
（

。
こ
こ
に
天
地
の
中
気
に
基
づ
く
民
の
性
命
を
、
天
地
の
中
気
に
順
う
暦

や
礼
義
を
用
い
て
調
和
せ
し
め
る
と
い
う
、
王
者
の
統
治
の
方
法
と
目
的
が
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
「
易
の
金
火
相
革
む
る
の
卦
に
、
湯
武
命
を
革
む
る
は
、
天
に
順
ひ
て
人
に
応
ず

る
な
り
と
曰
ひ
、
又
暦
を
治
め
時
を
明
ら
か
に
す
と
曰
ふ
は
、
人
道
を
和
す
る
所
以
な
り
」

（
易
金
火
相
革
之
卦
曰
、
湯
武
革
命
、
順
乎
天
而
応
乎
人
。
又
曰
、
治
暦
明
時
、
所
以
和
人

道
也
）
と
言
う
。
こ
こ
で
劉
歆
は
、
革
卦
・
彖
伝
及
び
同
・
大
象
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
、

天
人
に
順
う
革
命
及
び
こ
れ
に
伴
う
改
暦
は
、
人
道
を
調
和
さ
せ
る
意
義
を
も
つ
と
す
る
。

す
る
と
、
劉
歆
が
、
三
統
の
統
括
者
を
王
と
す
る
の
は
、
王
者
を
、
受
命
に
よ
り
、
民
の
性

命
の
教
化
に
よ
る
完
成
を
使
命
と
し
て
担
う
者
と
す
る
一
方
、
こ
の
使
命
を
遂
行
で
き
な
い

場
合
に
は
天
人
に
順
う
革
命
が
起
こ
り
、
天
命
を
失
う
存
在
で
あ
る
と
も
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
こ
こ
で
劉
歆
が
、
受
命
の
王
者
と
被
治
者
と
し
て
の
民
の
命
と
を
区
別
し
て
い
る
こ

と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
受
命
に
よ
る
改
暦
と
い
う
王
者
の
使
命
に
関
わ
っ
て
、
「
三
統
暦
譜
」
で
劉
歆
は

「
三
代
各
お
の
一
統
に
拠
る
は
、
三
統
常
に
合
し
て
迭
る
首
と
為
り
、
三
統
の
首
に
登
降
し

て
、
五
行
の
道
を
周
還
す
る
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
（
三
代
各
拠
一
統
、
明
三
統
常
合
、
而

迭
為
首
、
登
降
三
統
之
首
、
周
還
五
行
之
道
也
）
」
と
述
べ
、
劉
歆
は
【
図
１
】
の
よ
う
な

三
統
・
五
行
の
循
環
・
交
錯
を
示
す

）
（1
（

。

【
図
１
】

〔
天
統
〕
子
半
―
萌
―
―
赤
（
火
）

〔
地
統
〕
丑
初
―
肇
化
―
黄
（
土
）

　
　
　
　
丑
半
―
牙
化
―
白
（
金
）

〔
人
統
〕
寅
初
―

成
―
黒
（
水
）

　
　
　
　
寅
半
―
生
成
―
青
（
木
）

そ
の
う
え
で
「
太
極
は
三
辰
五
星
を
上
に
運
ら
せ）

（1
（

、
元
気
は
三
統
五
行
を
下
に
転
ら
す
。

其
の
人
に
於
け
る
や
、
皇
極
、
三
徳
五
事
を
統
ぶ
（
太
極
運
三
辰
五
星
於
上
、
元
気
転
三
統

五
行
於
下
。
其
於
人
、
皇
極
統
三
徳
五
事
）
」
（
「
三
統
暦
譜
」
）
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
は

「
元
」
を
天
地
人
と
い
う
三
つ
の
位
相
に
開
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
太
極
」
「
元
気
」
「
皇

極
」
を
当
て
て
、
そ
の
三
つ
の
根
元
的
理
法
と
し
て
の
「
元
」
が
三
的
事
象
と
五
的
事
象
を

統
括
す
る
と
い
う
基
本
構
造
を
示
し
て
い
る）

（1
（

。

と
こ
ろ
で
「
其
於
人
、
皇
極
統
三
徳
五
事
」
と
い
う
文
の
「
皇
極
」
「
三
徳
」
「
五
事
」

と
い
う
用
語
は
み
な
『
書
』
洪
範
九
疇
の
一
つ
で
、
「
三
徳
」
は
剛
克
（
天
統
）
・
柔
克

（
地
統
）
・
正
直
（
人
統
）
を
、
「
五
事
」
は
貌
（
木
）
・
視
（
火
）
・
思
（
土
）
・

言
（
金
）
・
聴
（
水
）
を
そ
れ
ぞ
れ
指
す
。
ま
た
こ
こ
の
「
皇
極
」
の
語
義
に
関
し
て
は
、

『
漢
書
』
五
行
志
で
班
固
が
掲
げ
る
、
伏
生
『
洪
範
五
行
伝
』
の
「
皇
之
不
極
」
に
関
す
る

文
章
の
解
説
を
参
考
に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
こ
の
解
説
で
の
「
皇

南　部　英　彦

― 289 ―（ 282 ）



極
」
の
解
釈
が
劉
歆
の
三
統
説
の
立
場
と
照
応
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
五
行
志
下
之

上
に
お
い
て
班
固
は
、
「
伝
曰
」
と
し
て
伏
生
『
洪
範
五
行
伝
』
の
「
皇
之
不
極
、
是
謂
不

建
。
厥
咎

、
厥
罰
恒
陰
、
厥
極
弱
。
…
時
則
下
人
伐
上
之
痾
。
…
」
と
い
う
文
を
掲
げ
、

こ
れ
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
解
説
を
載
せ
る
。

皇
の
極
な
ら
ず
、
是
を
建
て
ず
と
謂
ふ
。
皇
は
君
な
り
。
極
は
中
な
り
。
建
は
立
な
り
。

人
君
の
貌
言
視
聴
思
心
の
五
事
皆
失
は
れ
て
其
の
中
を
得
ざ
れ
ば
、
則
ち
万
事
を
立
つ

る
能
は
ず
、
失
は

悖
に
在
り
、
故
に
其
の
咎
は

な
り
。
王
者
下
自
り
天
を
承
け
て

物
を
理
む
。
雲
の
山
よ
り
起
こ
り
て
、
天
に
弥
ね
し
。
天
気
乱
る
、
故
に
其
の
罰
は
常

陰
な
り
。
…
此
く
の
如
け
れ
ば
、
則
ち
君
に
南
面
の
尊
有
れ
ど
も
、
一
人
の
助
け
亡
し
。

故
に
其
の
極
は
弱
な
り
。
…
君
乱
れ
且
つ
弱
な
れ
ば
則
ち
人
の
叛
く
所
に
し
て
天
の
去

る
所
な
り
。
明
王
の
誅
有
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
簒
弑
の
禍
有
り
。
故
に
下
人
上
を
伐
つ
の

痾
あ
り
（
皇
之
不
極
、
是
謂
不
建
。
皇
、
君
也
。
極
、
中
。
建
、
立
也
。
人
君
貌
言
視

聴
思
心
五
事
皆
失
、
不
得
其
中
、
則
不
能
立
万
事
、
失
在

悖
、
故
其
咎

也
。
王
者

自
下
承
天
理
物
。
雲
起
於
山
、
而
弥
於
天
。
天
気
乱
、
故
其
罰
常
陰
也
。
…
如
此
則
君

有
南
面
之
尊
、
而
亡
一
人
之
助
、
故
其
極
弱
也
。
…
君
乱
且
弱
、
人
之
所
叛
、
天
之
所

去
、
不
有
明
王
之
誅
、
則
有
簒
弑
之
禍
、
故
有
下
人
伐
上
之
痾
）
。

こ
の
解
説
で
は
、
「
皇
極
」
を
君
主
が
中
正
を
得
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
、
君
主
が
中

正
で
な
く
、
貌
言
視
聴
思
心
の
五
事
が
乱
れ
る
と
き
に
は
、
身
体
の
失
調
や
君
権
の
弱
化
、

ひ
い
て
は
明
王
の
誅
伐
が
行
わ
れ
る
か
、
ま
た
は
姦
臣
に
よ
る
簒
弑
が
起
こ
る
か
す
る
と
同

時
に
、
王
者
は
天
を
承
け
て
物
を
治
め
る
立
場
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
天
気
の
乱
れ
を
通
し
て
、

天
命
・
王
位
の
喪
失
へ
と
至
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
君
主
が
中
正
な
統
治
を
実
践
し
な
い
場

合
に
は
、
五
行
の
気
の
乱
れ
を
通
し
て
、
自
ず
と
天
人
に
順
う
革
命
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
「
皇
之
不
極
」
に
関
す
る
解
説
は
、
劉
歆
の
言
う
「
皇
極
」
に
よ
る
「
三
徳

五
事
」
の
統
括
が
正
常
に
機
能
し
な
い
場
合
の
、
「
皇
極
」
と
「
太
極
」
「
元
気
」
と
の
相

関
関
係
の
在
り
方
を
示
す
と
見
な
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
述
の
よ
う
に
劉
歆
は
、
「
太
極
元

気
、
函
三
為
一
。
極・

、
中・

・也
」
（
「
鐘
律
書
」
）
と
述
べ
、
「
太
極
・
元
気
」
を
、
宇
宙
の

中
央
に
位
置
す
る
、
中
和
を
極
め
た
万
物
の
根
元
と
し
て
の
一
の
理
法
と
見
て
お
り
、
ま
た

王
者
が
こ
の
理
法
に
基
づ
く
天
地
の
中
気
に
順
う
統
治
を
是
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
班
固

が
載
せ
る
「
皇
、
君
也
。
極
、
中
」
と
の
解
釈
は
、
「
極
」
を
「
中
」
と
解
し
、
中
和
・
中

正
を
重
視
す
る
点
に
お
い
て
、
劉
歆
の
三
統
説
と
照
応
す
る
か
ら
で
あ
る）

（1
（

。
従
っ
て
、
劉
歆

も
「
皇
極
」
を
「
君
主
が
中
正
で
あ
る
こ
と
」
と
の
意
で
用
い
て
い
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

そ
こ
で
前
掲
の
「
於
春
毎
月
書
王
、
易
三
極
之
統
也
」
（
「
三
統
暦
譜
」
）
と
い
う
文
の

「
極
」
を
「
中
」
の
意
で
読
む
な
ら
ば
、
劉
歆
は
、
王
者
を
、
天
地
人
三
道
の
中
和
を
統
べ

治
め
る
者
と
す
る
と
理
解
で
き
る）

11
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。

と
こ
ろ
で
、
前
掲
の
「
三
統
暦
譜
」
で
は
『
易
』
の
革
卦
を
「
易
金
火
相
革
之
卦
」
と
表

現
し
て
い
た
。
『
易
』
革
卦
は
離
下
兌
上
で
、
説
卦
伝
で
は
八
卦
の
う
ち
の
離
は
南
方
の

卦
で
火
に
当
た
り
、
兌
は
「
正
秋
也
」
と
あ
る
の
で
、
西
方
の
卦
で
金
に
当
た
る
。
一
方
、

「
鐘
律
書
」
に
「
火・

、
炎・

・上
」
「
金・

、
従・

・革
。
改
更
也
」
（
傍
点
部
は
『
書
』
洪
範
の
文
に

よ
る
）
と
あ
る
の
で
、
劉
歆
は
革
卦
を
「
金
火
が
と
も
に
革
め
る
」
卦
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

こ
れ
は
、
革
命
が
五
行
の
気
の
変
化
に
よ
り
起
こ
る
と
劉
歆
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
他
方
、
『
漢
書
』
藝
文
志
・
数
術
略
・
五
行
家
の
小
序
に
「
五
行
者
、
五
常
之

形
気
也
」
と
あ
る）

1（
（

よ
う
に
、
劉
歆
は
五
行
の
気
そ
れ
自
体
が
仁
義
礼
智
信
と
い
う
倫
理
的
性

質
を
含
む
と
す
る
。
す
る
と
、
受
命
の
王
者
が
仁
義
に
よ
る
万
物
の
教
化
を
使
命
と
す
る
の

は
、
「
太
極
・
元
気
」
を
根
元
と
す
る
「
性
命
の
理
」
が
「
五
常
」
の
性
質
を
含
む
か
ら
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
教
化
の
主
体
で
あ
る
王
者
が
五
事
の
中
正
を
失
う
と
、
五
行
の
気
の
変

化
に
天
が
感
応
し
て
革
命
が
起
こ
る
、
と
劉
歆
は
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
『
易
』
革

卦
の
彖
伝
に
「
天
地
革
ま
り
て
、
四
時
成
る
。
…
革
の
時
は
大
な
る
か
な
（
天
地
革
而
四
時

成
。
…
革
之
時
大
矣
哉
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
革
命
に
当
た
っ
て
は
天
時
が
大
い
に
革
ま
る

の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
劉
歆
は
、
一
新
さ
れ
た
時
運
に
応
じ
た
暦
を
治
め
る
こ
と
で
人

道
を
調
和
す
る
こ
と
を
王
者
の
使
命
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
劉
歆
が
「
元
」
を
敢
え
て
三
つ
の
位
相
に
開
く
の
は
、
王
者
は
三
統
の

統
括
者
で
は
あ
る
が
、
革
命
に
よ
り
そ
の
地
位
を
喪
失
す
る
可
能
性
を
も
つ
と
の
意
味
で
、

天
地
の
在
り
方
と
一
体
と
見
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
劉
歆
が
想
定
す
る

天
人
相
関
の
在
り
方
は
、
五
行
の
気
の
変
化
を
媒
介
に
し
た
、
機
械
的
な
感
応
関
係
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
『
漢
書
』
五
行
志
下
之
下
の
、
隠
公
三
年
二
月
己
巳
の
日
食

の
災
異
に
つ
い
て
、
劉
歆
が
「
人
君
能
く
政
を
修
め
、
厥
の
罰
を
共
御
す
れ
ば
、
則
ち
災
消

え
て
福
至
る
。
能
は
ざ
れ
ば
則
ち
災
息
え
て
禍
生
ず
（
人
君
能
修
政
、
共
御
厥
罰
、
則
災
消

而
福
至
。
不
能
、
則
災
息
而
禍
生
）
」
と
述
べ
る
の
は
、
心
身
の
中
正
を
失
う
に
至
ら
な
い

段
階
な
ら
ば
、
君
主
は
為
政
を
修
復
す
る
こ
と
で
災
禍
を
消
失
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
三
つ
の
「
元
」
が
そ
れ
ぞ
れ
三
統
・
五
行
を
統
括
す
る
と
い
う
、
劉

歆
の
三
統
説
の
構
造
は
、
易
伝
の
学
に
加
え
て
『
書
』
洪
範
の
学
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
さ
ら
に
劉
歆
は
、
こ
の
三
統
説
の
構
造
に
つ
い
て
、
『
春
秋
繁
露

）
11
（

』
の
学
を
用
い

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
『
繁
露
』
玉
英
篇
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

惟
だ
聖
人
の
み
能
く
万
物
を
一
に
属つ

ら

ね
て
、
之
を
元
に
繋
ぐ
な
り
。
是
を
以
て
春
秋
は

一
を
変
じ
て
之
を
元
と
謂
ふ
。
元
は
猶
ほ
原
の
ご
と
き
な
り
。
其
の
義
は
以
て
天
地
の

劉歆の三統説・六藝観とその班固『漢書』への影響
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終
始
に
随
ふ
な
り
。
…
故
に
元
な
る
者
は
、
万
物
の
本
為
り
。
而
し
て
人
の
元
、
焉
に

在
り
。
…
故
に
人
の
天
気
よ
り
生
じ
及
び
天
気
を
奉
ず
者
と
雖
も
、
天
の
元
本
・
天
の

元
命
と
与
に
し
て
、
其
の
為
す
所
に
違
ふ
を
得
ざ
る
な
り
。
故
に
春
正
月
と
は
、
天
地

の
為
す
所
を
承
く
る
な
り
、
天
の
為
す
所
を
継
ぎ
て
之
を
終
ふ
る
な
り
。
…
天
地
の
元
、

奚な
に

を
か
此こ

こ

に
為
し
、
悪な

に

を
か
人
に
施
さ
ん
。
其
の
意
の
理
を
貫
承
す
る
を
大た

ふ
と

ぶ
な
り

（
惟
聖
人
能
属
万
物
於
一
而
繋
之
元
也
。
…
是
以
春
秋
変
一
謂
之
元
。
元
猶
原
也
。
其

義
以
隨
天
地
終
始
也
。
…
故
元
者
為
萬
物
之
本
。
而
人
之
元
在
焉
。
…
故
人
雖
生
天
気

及
奉
天
気
者
、
不
得
与
天
元
本
、
天
元
命
而
共
違
其
所
為
也
。
故
春
正
月
者
、
承
天
地

之
所
為
也
、
継
天
之
所
為
而
終
之
也
。
…
天
地
之
元
奚
為
於
此
、
悪
施
於
人
。
大
其
貫

承
意
之
理
）
。

聖
人
・
王
者
だ
け
が
万
物
を
一
な
る
「
天
地
の
元
」
へ
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
意
味
で
聖
人
・
王
者
は
「
天
地
の
元
」
と
は
独
立
に
「
人
の
元
」
た
る
資
格
を
も
つ
。

「
人
の
元
」
た
る
王
者
は
、
天
の
元
本
・
天
の
元
命
に
基
づ
く
天
気
を
受
け
て
生
じ
た
以
上
、

あ
く
ま
で
天
地
の
理
法
に
準
拠
し
て
民
を
統
治
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ

が
天
意
と
し
て
の
理
法
を
貫
く
と
い
う
こ
と
な
の
だ
、
と
い
う
。
こ
れ
は
、
「
太
極
・
元

気
」
を
根
元
的
理
法
と
し
、
天
地
人
と
い
う
三
つ
の
「
元
」
を
設
け
る
劉
歆
の
所
説
に
通
じ

る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
「
人
の
元
」
と
し
て
の
王
者
の
使
命
を
、
『
繁
露
』
王
道

通
三
篇
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

古
え
の
文
を
造
る
者
は
、
三
画
に
し
て
其
の
中
を
連
ぬ
。
之
を
王
と
謂
ふ
。
三
画
と
は
、

天
地
と
人
と
な
り
。
而
し
て
其
の
中
を
連
ぬ
る
者
は
、
其
の
道
を
通
ず
る
な
り
。
天
地

と
人
と
の
中
を
取
り
て
以
て
貫
を
為
し
て
之
を
参
通
す
る
は
、
王
者
に
非
ざ
れ
ば
孰
か

能
く
是
に
当
ら
ん
（
古
之
造
文
者
、
三
画
而
連
其
中
、
謂
之
王
。
三
画
者
、
天
地
与
人

也
。
而
連
其
中
者
、
通
其
道
也
。
取
天
地
与
人
之
中
以
為
貫
而
参
通
之
、
非
王
者
孰
能

当
是
）
。

三
と
い
う
字
の
三
画
の
中
心
を
貫
く
と
王
字
に
な
り
、
そ
の
三
画
は
そ
れ
ぞ
れ
天
地
人
に

当
た
る
か
ら
、
天
地
人
三
道
の
「
中
」
を
貫
通
す
る
の
が
、
王
者
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は

ま
さ
し
く
劉
歆
が
示
す
受
命
の
王
者
の
統
治
の
在
り
方）
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に
当
た
る
。
さ
ら
に
受
命
の
王
者
の

使
命
に
関
し
て
も
、
『
繁
露
』
三
代
改
制
質
文
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

何
を
以
て
之
を
王
の
正
月
と
謂
う
。
曰
く
、
王
者
は
必
ず
命
を
受
け
て
而
る
後
王
た
れ

ば
な
り
。
王
者
の
必
ず
正
朔
を
改
め
、
服
色
を
易
へ
、
礼
楽
を
制
め
、
天
下
を
一
統
す

る
は
、
姓
を
易
ふ
る
は
、
人
を
継
ぐ
に
非
ざ
る
を
明
ら
か
に
し
て
、
通
ず
る
に
己
の
之

を
天
よ
り
受
く
る
を
以
て
す
る
所
以
な
り
（
何
以
謂
之
王
正
月
。
曰
、
王
者
必
受
命
而

後
王
。
王
者
必
改
正
朔
、
易
服
色
、
制
礼
楽
、
一
統
於
天
下
、
所
以
明
易
姓
、
非
継
人
、

通
以
己
受
之
於
天
也
）
。

易
姓
革
命
に
よ
り
即
位
し
た
王
者
は
、
天
子
と
し
て
受
命
し
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
必

ず
改
暦
等
の
改
制
を
行
う
の
だ
と
い
う
論
旨
も
、
革
命
と
改
暦
を
連
結
さ
せ
る
劉
歆
の
立
場

に
通
ず
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「
元
」
が
三
統
・
五
行
を
統
べ
る
と
い
う
劉
歆
の
三
統

説
は
、
易
学
・
洪
範
学
・
春
秋
公
羊
学
を
基
軸
に
し
て
成
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
３
）
劉
向
・
劉
歆
の
五
徳
終
始
説

さ
ら
に
、
『
漢
書
』
郊
祀
志
の
賛
が
引
く
「
劉
向
父
子
」
の
五
徳
終
始
説
に
ふ
れ
て
お
き

た
い
。
そ
れ
は
こ
の
五
行
説
が
、
劉
歆
の
「
世
経
」
（
「
三
統
暦
譜
」
所
収
）
の
五
徳
終
始

説
や
「
元
」
が
三
統
・
五
行
を
統
括
す
る
と
い
う
劉
歆
三
統
説
の
構
造
と
深
く
連
関
す
る
か

ら
で
あ
る
。

劉
歆
父
子
以
為
へ
ら
く
、
帝
は
震
よ
り
出
づ
。
故
に
包
羲
氏
始
め
て
木
徳
を
受
け
、
其

の
後
は
母
を
以
て
子
に
伝
へ
、
終
り
て
復
た
始
め
、
神
農
・
黄
帝
自
り
下
、
唐
虞
三
代

を
歴
て
漢
、
火
た
る
を
得
。
故
に
高
祖
始
め
て
起
つ
に
、
神
母
、
夜
号
き
て
、
赤
帝
の

符
を
著
し
、
旗
章
遂
に
赤
な
る
は
、
自
ず
か
ら
天
統
を
得
た
れ
ば
な
り
。
昔
共
工
氏
水

徳
を
以
て
木
火
に
間
す
る
は
、
秦
と
運
を
同
じ
く
し
て
、
其
の
次
序
に
非
ず
、
故
に
皆

永
か
ら
ず
。
（
劉
向
父
子
以
為
帝
出
於
震
、
故
包
羲
氏
始
受
木
徳
、
其
後
以
母
伝
子
、

終
而
復
始
、
自
神
農
・
黄
帝
下
歴
唐
虞
三
代
而
漢
得
火
焉
。
故
高
祖
始
起
、
神
母
夜
号
、

著
赤
帝
之
符
、
旗
章
遂
赤
、
自
得
天
統
矣
。
昔
共
工
氏
以
水
徳
間
於
木
火
、
与
秦
同
運
、

非
其
次
序
、
故
皆
不
永
）
。

ま
ず
冒
頭
の
「
帝
出
於
震
」
と
い
う
言
葉
は
『
易
』
説
卦
伝
の
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
震

卦
の
方
位
（
説
卦
伝
に
「
万
物
出
乎
震
、
震
、
東
方
也
」
と
も
あ
る
）
を
も
と
に
、
次
の

「
故
包
羲
氏
始・

受
木・

・徳
」
と
い
う
文
を
導
く
も
の
で
あ
る
。
「
其
後
以
母
伝
子
、
終
而
復

始
」
と
い
う
の
は
、
包
羲
に
続
く
王
朝
の
五
徳
が
相
生
の
順
序
で
循
環
す
る
こ
と
を
い
う
。

一
方
、
こ
こ
の
「
故
包
羲
氏
…
而
漢
得
火
焉
」
と
い
う
文）
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は
、
劉
歆
の
「
世
経
」
が
示
す
五

徳
の
循
環
（
【
図
２
】
参
照
）
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。

【
図
２
】
劉
歆
「
世
経
」
の
五
徳
終
始
説）
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木

　
→

　 

閏
水 

　
→

　
火

　
→

　
　
土

　
→

　
　
金

　
→

　
　
水

　
→
（
木
）

太
昊
帝

　
　
共
工
氏

　
　 

炎
帝

　
　
　
黄
帝

　
　 

少
昊
帝

　
　
顓
頊
帝

（
炮
犧
氏
）

　
　
　
　
（
神
農
氏
）
（
軒
轅
氏
）
（
金
天
氏
）
（
高
陽
氏
）

　
帝

　
　 
帝
摯

　
　
　
唐
帝

　
　
　
虞
帝

　
　
　
伯
禹

　
　
　
成
湯

（
高
辛
氏
）

　
　
　
　
（
陶
唐
氏
）
（
有
虞
氏
）
（
夏
后
氏
）
（
商
・
殷
）

　
武
王

　
　
　
秦

　
　 
高
祖
皇
帝
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（
周
）

　
　
　
　
　
　 

（
漢
）

「
故
包
羲
氏
…
而
漢
得
火
焉
」
と
は
、
包
羲
氏
（
木
徳
）
か
ら
始
ま
る
五
徳
の
循
環
に
お

い
て
、
漢
は
堯
の
運
次
を
嗣
ぐ
火
徳
の
王
朝
に
当
た
る
こ
と
を
い
う
。
こ
の
五
徳
終
始
説
に

お
い
て
、
劉
歆
が
、
漢
を
火
徳
に
し
て
堯
の
後
継
と
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
少
昊
帝
・
金
天

氏
の
名）

11
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を
『
左
伝
』
か
ら
抜
き
出
し
て
金
徳
に
当
て
、
ま
た
上
掲
資
料
に
「
昔
共
工
氏
…
故

皆
不
永
」
と
あ
る
よ
う
に
、
共
工
氏
・
帝
摯
・
秦
を
木
火
の
間
の
水
の
閏
位
と
し
て
五
徳
の

運
次
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
具
合
に
、
歴
代
帝
王
の
系
譜
に
つ
い
て
操
作
を
行
っ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
。

さ
ら
に
上
掲
資
料
は
「
故
高
祖
始
起
、
神
母
夜
号
、
著
赤
帝
之
符
、
旗
章
遂
赤
」
と
続
け
、

『
漢
書
』
高
帝
紀
に
見
え
る
、
漢
高
祖
に
関
わ
る
故
事

）
11
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を
用
い
な
が
ら
、
「
赤
帝
の
符
」
の

出
現
に
言
及
す
る
。
「
赤
帝
の
符
」
と
は
、
赤
帝
よ
天
子
た
れ
と
の
符
瑞
の
意
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
符
瑞
の
出
現
に
つ
い
て
「
自
ず
か
ら
天
統
を
得
た
れ
ば
な
り
」
と
述
べ
る
の
は
、

漢
の
受
命
が
、
自
ず
か
ら
、
三
統
説
に
お
け
る
「
天
統
」
に
当
た
る
（
【
図
１
】
参
照
）
が

ゆ
え
に
、
漢
は
火
徳
に
当
た
り
堯
の
後
継
な
の
だ
と
劉
向
・
劉
歆
は
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
先
の
五
徳
終
始
説
が
、
本
来
「
元
」
が
三
統
・
五
行
を
統
括
す
る
構
造
を
も
つ
劉

歆
の
三
統
説
の
一
部
を
成
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
従
っ
て
王
朝
の
交
代
は
革
命
に
よ
り
起
こ

る
と
劉
歆
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

さ
て
こ
の
劉
向
・
劉
歆
の
五
徳
終
始
説
は
、
『
繁
露
』
符
瑞
篇
に
「
力
の
能
く
致
す
所
に

非
ず
し
て
自
ず
か
ら
至
る
は
、
西
狩
獲
麟
、
受
命
の
符
、
是
れ
な
り
（
有
非
力
之
所
能
致
而

自
至
者
、
西
狩
獲
麟
、
受
命
之
符
是
也
）
」
と
あ
る
よ
う
な
、
受
命
者
に
は
符
応
が
自
ず
か

ら
下
る
と
い
う
考
え
を
伴
っ
て
い
る
。
ま
た
本
節
（
１
）
で
見
た
、
『
漢
書
』
五
行
志
序
が

引
く
劉
歆
説
が
拠
る
、
天
象
や
河
図
・
洛
書
に
聖
人
が
法
る
と
い
う
『
易
』
繋
辞
上
伝
の
文

言
も
、
「
受
命
の
符
」
の
概
念
を
支
持
す
る
も
の
だ
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
「
受
命
の
符
」

は
、
新
た
に
天
子
と
な
る
者
の
条
件
を
人
に
伝
え
る
、
天
の
意
志
の
現
れ
と
見
う
る
も
の
で

あ
る
。
劉
歆
の
三
統
説
に
即
し
て
言
う
と
、
劉
歆
が
想
定
す
る
天
人
相
関
の
機
構
は
自
然
な

る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
機
構
が
倫
理
的
規
範
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
劉
歆
は
、
自
然
な
る
天
人
相
関
の
機
構
そ
れ
自
体
を
天
の
大
い
な
る
意
志
と
見
る
と
考

え
ら
れ
る）
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。
そ
し
て
王
者
は
、
こ
の
自
然
に
し
て
有
意
志
の
天
か
ら
命
を
受
け
、
三
統
の
統

括
と
い
う
使
命
を
担
う
と
劉
歆
は
す
る
の
だ
ろ
う
。

（
４
）
ま
と
め

本
節
（
１
）
～
（
３
）
で
見
た
よ
う
に
、
劉
歆
の
三
統
説
は
、
「
元
」
が
三
統
・
五
行
を

統
括
す
る
構
造
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
天
人
相
関
の
在
り
方
を
説
明
す
る
理
論
だ

と
捉
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
劉
歆
は
、
天
統
・
地
統
が
万
物
を
生
成
し
、
人
統
の
王
者
が
万

物
の
性
命
を
教
化
に
よ
り
完
成
せ
し
め
る
と
い
う
三
統
の
相
互
関
係
を
説
く
。
こ
こ
で
劉
歆

は
、
王
者
を
、
天
地
人
三
道
の
中
和
を
統
べ
治
め
る
者
と
し
て
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
天
人

の
機
械
的
感
応
関
係
を
基
盤
と
す
る
自
然
の
機
構
を
想
定
す
る
。
だ
か
ら
、
王
者
が
中
正
を

失
う
と
、
五
行
の
気
の
変
化
に
天
が
感
応
し
て
、
自
ず
か
ら
天
人
に
順
う
革
命
が
起
こ
り
、

そ
の
際
、
受
命
し
た
新
王
へ
符
瑞
が
下
る
の
で
、
王
者
は
こ
の
天
意
・
天
命
に
順
っ
て
、
三

統
の
統
括
と
い
う
使
命
を
担
う
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
三
統
説
は
、
五
徳
終
始
説

を
内
に
含
ん
で
お
り
、
革
命
に
伴
い
、
王
朝
の
三
統
五
徳
の
循
環
の
一
齣
が
運
る
と
す
る
。

こ
こ
で
劉
歆
は
、
漢
を
、
天
統
・
火
徳
に
当
た
る
堯
の
後
継
王
朝
と
位
置
づ
け
る
。

そ
し
て
、
劉
歆
は
、
右
の
よ
う
な
三
統
説
の
理
論
を
、
己
の
易
学
・
洪
範
学
・
春
秋
公
羊

学
を
総
合
し
、
こ
れ
を
天
人
論
の
基
軸
に
据
え
る
こ
と
で
形
成
し
た）

11
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と
認
め
ら
れ
る
。
天
地

人
三
道
の
中
和
の
統
括
者
と
し
て
王
者
を
位
置
づ
け
る
春
秋
公
羊
学
の
立
場
は
、
天
地
人
の

中
和
に
順
う
こ
と
を
是
と
す
る
、
易
学
の
陰
陽
の
理
論
と
洪
範
学
の
五
行
の
理
論
と
を
前
提

と
し
て
は
じ
め
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
と
劉
歆
は
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
節

（
１
）
で
見
た
、
『
漢
書
』
五
行
志
序
が
引
く
劉
歆
の
説
は
、
『
易
』
の
陰
陽
と
洪
範
の
咎

徴
に
基
づ
い
て
成
っ
た
『
春
秋
』
に
よ
り
、
「
天
人
の
道
」
が
明
ら
か
に
な
っ
た
、
と
表
現

し
た
の
だ
ろ
う）

11
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。

と
こ
ろ
で
、
『
漢
書
』
郊
祀
志
の
賛
が
引
く
劉
向
・
劉
歆
の
五
徳
終
始
説
で
は
、
金
徳
に

当
た
る
少
昊
帝
・
金
天
氏
の
名
を
『
左
伝
』
か
ら
抜
き
出
し
て
お
り
、
本
節
（
２
）
で
見
た

よ
う
に
、
「
三
統
暦
譜
」
で
は
『
左
伝
』
の
文
章
を
し
ば
し
ば
自
説
の
論
拠
と
し
て
用
い
て

い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
古
文
学
者
で
あ
っ
た
劉
歆
に
お
い
て
、
『
繁
露
』
の
公
羊
学
と

『
左
伝
』
の
学
と
が
い
か
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
次
節
で
の
、
劉
歆
に
お
け
る
三
統
説
と
六
藝
観
と
の
連
関
の
検
討
を
通
じ
て
考
察
す
る

こ
と
と
し
た
い
。

　

二
、
劉
歆
の
六
藝
観
と
「
帝
王
の
道
」

『
漢
書
』
藝
文
志
は
、
劉
歆
が
哀
帝
の
命
に
よ
り
作
成
し
た
宮
中
図
書
の
目
録
「
七
略
」

に
基
づ
く
。
こ
こ
で
は
『
漢
書
』
藝
文
志
・
六
藝
略
大
序
な
ど
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
劉
歆
の

六
藝
観
に
着
目
し
、
そ
れ
と
劉
歆
の
「
天
人
の
道
」
と
の
関
係
を
考
え
た
い
。

『
漢
書
』
藝
文
志
・
六
藝
略
・
大
序
は
、
六
藝
に
つ
い
て
、
『
楽
』
『
詩
』
『
礼
』

『
書
』
『
春
秋
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
仁
義
礼
知
信
の
五
常
に
配
当
さ
れ
、
相
互
に
必
要
と
し

あ
っ
て
完
備
し
、
ま
た
時
代
ご
と
に
改
変
す
る
と
す
る
一
方
で
、
『
易
』
は
、
天
地
と
終
始

劉歆の三統説・六藝観とその班固『漢書』への影響
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を
と
も
に
す
る
不
易
な
も
の
だ
と
す
る）

1（
（

。
こ
こ
に
劉
歆
の
、
易
学
が
不
易
の
根
源
と
し
て

他
の
五
学
を
統
括
す
る
構
造
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
構
造
と
、
「
三
統
暦
譜
」
が
示
す
、

「
元
」
が
三
統
・
五
行
を
統
括
す
る
構
造
と
が
一
致
乃
至
照
応
し
て
い
る
こ
と
は
、
川
原
秀

城
氏
の
研
究

）
11
（

が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
、
劉
歆
が
、
六
藝
を
、
「
天
人

の
道
」
を
示
す
書
と
し
て
の
体
系
を
も
つ
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
点

を
、
古
文
学
者
と
し
て
の
劉
歆
の
在
り
方
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
歩
進
め
て
考
察
を
加
え
て

お
き
た
い
。

前
漢
・
哀
帝
期
に
劉
歆
が
古
文
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
左
氏
春
秋
』
『
毛
詩
』
『
逸
礼
』

『
古
文
尚
書
』
学
官
に
立
て
る
べ
き
こ
と
を
建
言
し
た
文
書
「
移
書
譲
太
常
博
士
」
（
『
漢

書
』
楚
元
王
伝
）
の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

昔
唐
虞
既
に
衰
へ
て
三
代
迭
る
興
り
、
聖
帝
明
王
、
累
る
起
こ
り
て
相
襲
ひ
、
其
の
道

甚
だ
著
ら
か
な
り
。
周
室
既
に
微
へ
て
礼
楽
正
し
か
ら
ず
、
道
の
全
く
し
難
き
や
此
く

の
如
し
。
是
の
故
に
孔
子
は
道
の
行
わ
れ
ざ
る
を
憂
へ
、
国
を
歴
し
て
聘
に
応
ず
。
衛

自
り
魯
に
反
り
、
然
る
後
楽
正
し
く
、
雅
頌
乃
ち
其
の
所
を
得
。
易
を
修
め
、
書
を
序

し
、
春
秋
を
制
作
し
て
、
以
て
帝
王
の
道
を
紀
す
（
昔
唐
虞
既
衰
、
而
三
代
迭
興
、
聖

帝
明
王
、
累
起
相
襲
、
其
道
甚
著
。
周
室
既
微
而
礼
楽
不
正
、
道
之
難
全
也
如
此
。
是

故
孔
子
憂
道
之
不
行
、
歴
国
応
聘
。
自
衛
反
魯
、
然
後
楽
正
、
雅
頌
乃
得
其
所
。
修
易
、

序
書
、
制
作
春
秋
、
以
紀
帝
王
之
道
）
。

こ
こ
で
は
、
唐
虞
三
代
の
道
の
衰
微
を
見
て
、
こ
れ
を
憂
え
た
孔
子
が
、
『
楽
』
『
詩
』

『
易
』
『
書
』
『
春
秋
』
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
与
し
、
こ
れ
を
改
修
整
備
し
た
の
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
で
は
じ
め
て
、
こ
れ
ら
五
つ
の
書
物
は
「
帝
王
の
道
」
の
体
系
を
備
え
た
と
述
べ
る
。

そ
し
て
劉
歆
は
、
孔
子
の
没
後
、
孫
呉
の
術
と
暴
秦
の
弾
圧
に
よ
っ
て
、
孔
子
が
遺
し
た

「
道
術
」
は
い
っ
た
ん
滅
び

）
11
（

、
漢
初
の
衰
微
を
経
て
発
見
さ
れ
た
の
が
、
『
左
伝
』
等
の
古

文
テ
キ
ス
ト
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
文
書
が
言
及
し
な
い
『
礼
』
に
つ
い
て
、
劉
歆
は
ど
の
よ
う
に
見
て
い

た
の
か
。
こ
こ
で
は
、
漢
初
に
河
間
献
王
が
獲
得
し
た）
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（

と
さ
れ
る
古
文
テ
キ
ス
ト
『
周
官
』

に
対
し
て
と
っ
た
劉
歆
の
行
動
に
注
目
し
た
い
。
『
漢
書
』
藝
文
志
・
六
藝
略
・
礼
家
の
項

に
「
周
官
経
六
篇
」
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
班
固
の
自
注
に
は
「
王
莽
の
時
、
劉
歆 

博
士

を
置
く
」
（
王
莽
時
、
劉
歆
置
博
士
）
と
あ
り
、
ま
た
荀
悦
『
漢
紀
』
の
孝
成
皇
帝
紀
に

「
歆

　
周
官
十
六
篇

）
11
（

を
以
て
周
礼
と
為
す
。
王
莽
の
時
、
歆
奏
し
て
以
て
礼
経
と
為
し
、
博

士
を
置
く
（
歆
以
周
官
十
六
篇
為
周
礼
。
王
莽
時
、
歆
奏
以
為
礼
経
、
置
博
士
）
と
あ
る
。

劉
歆
が
『
周
官
』
に
博
士
を
置
い
た
「
王
莽
の
時
」
と
は
、
王
莽
が
大
司
馬
の
地
位
に
あ
っ

て
権
勢
を
揮
っ
た
平
帝
の
元
始
年
間
（
後
一
～
後
五
）
頃
を
指
す

）
11
（

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て

「
礼
経
」
と
し
て
公
認
さ
れ
た
『
周
官
』
を
、
劉
歆
は
『
周
官
経・

』
と
し
て
己
の
図
書
目
録

中
に
著
録
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
劉
歆
が
、
『
周
官
』
を
「
周
礼
」
で
あ
り
「
礼
経
」
で
あ
る
と
し
て
学
官
に
立

て
た
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
次
に
示
す
『
左
伝
』
昭
公
二
年
の
記
事
を
手
掛
か
り
と

し
て
考
え
て
み
た
い
。

二
年
春
、
晋
侯
、
韓
宣
子
を
し
て
来
聘
せ
し
む
る
に
、
且
つ
政
を
為
す
を
告
げ
て
来
た

り
見
ゆ
る
は
、
礼
な
り
。
書
を
大
史
氏
に
見
る
。
易
象
と
魯
の
春
秋
と
を
見
て
曰
く
、

周
の
礼
は
尽
く
魯
に
在
り
。
吾
乃
ち
今
周
公
の
徳
と
周
の
王
た
る
所
以
と
を
知
る
、
と

（
二
年
春
、
晋
侯
使
韓
宣
子
来
聘
、
且
告
為
改
而
来
見
、
礼
也
。
観
書
於
大
史
氏
、
見

易
象
与
魯
春
秋
、
曰
周
礼
尽
在
魯
矣
、
吾
乃
今
知
周
公
之
徳
与
周
之
所
以
王
也
）
。

『
易
』
の
象
と
魯
の
『
春
秋
』
に
お
い
て
、
周
公
の
王
徳
が
「
周
礼
」
と
し
て
示
さ
れ
て

い
る
と
い
う
、
こ
の
『
左
伝
』
昭
公
二
年
の
韓
宣
子
の
言
葉
は
、
古
文
学
者
で
あ
る
劉
歆
に

対
し
て
、
『
易
』
と
『
春
秋
』
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
「
周
礼
」
こ
そ
が
「
帝
王
の
道
」
で
あ

る
と
い
う
示
唆
を
与
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
劉
歆
が
、
『
周
官
』

を
「
周
礼
」
で
あ
り
「
礼
経
」
で
あ
る
と
し
て
学
官
に
立
て
た
こ
と
は
、
劉
歆
が
古
文
の

『
左
伝
』
昭
公
二
年
に
説
か
れ
る
、
『
易
』
『
春
秋
』
が
示
す
と
こ
ろ
の
「
周
礼
」
と
し
て

古
文
の
『
周
官
』
を
見
な
し
、
『
周
官
』
を
、
孔
子
が
整
備
し
た
六
藝
の
一
角
を
占
め
る
経

書
と
し
て
認
定
し
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う）
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。
こ
う
し
て
古
文
学
者
の
劉
歆
は
、
平
帝
期
に
は
、

『
礼
』
を
も
含
め
た
六
藝
全
体
を
、
「
帝
王
の
道
」
だ
と
捉
え
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
劉
歆
に
は
「
易
与
春
秋
、
天
人
之
道
也
」
（
「
三
統
暦
譜
」
）
と
い
う
言
葉
が
あ
っ

た
。
こ
の
言
葉
は
、
『
易
』
『
春
秋
』
か
ら
周
公
の
「
周
礼
」
を
看
取
で
き
る
と
す
る
『
左

伝
』
昭
公
二
年
の
内
容
を
劉
歆
が
重
視
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
は
別
に
、
こ
の
劉
歆
の

考
え
方
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
『
繁
露
』
で
あ
る
。
『
繁
露
』
玉
杯
篇
に
は

次
の
よ
う
に
あ
る
。

君
子
は
位
に
在
る
者
の
悪
を
以
て
人
を
服
す
る
能
は
ざ
る
を
知
る
や
、
是
の
故
に
六
藝

を
簡
び
て
以
て
之
を
贍
養
す
。
詩
・
書
は
其
の
志
を
序
し
、
礼
・
楽
は
其
の
美
を
純
に

し
、
易
・
春
秋
は
其
の
知
を
明
ら
か
に
す
。
六
学
は
皆
大
に
し
て
各
お
の
長
ず
る
所
有

り
。
詩
は
志
を
道
ふ
、
故
に
質
に
長
ず
。
礼
は
節
を
制
ふ
、
故
に
文
に
長
ず
。
楽
は
徳

を
詠
ず
、
故
に
風
に
長
ず
。
書
は
功
を
記
す
、
故
に
事
に
長
ず
。
易
は
天
地
に
本
づ
く
、

故
に
数
に
長
ず
。
春
秋
は
是
非
を
正
す
。
故
に
人
を
治
む
る
に
長
ず
。
能
く
兼
ね
て
其

の
長
ず
る
所
を
得
て
、
其
の
詳
を
徧
挙
す
る
能
は
ざ
る
な
り
（
君
子
知
在
位
者
之
不
能

以
悪
服
人
也
、
是
故
簡
六
藝
以
贍
養
之
。
詩
書
序
其
志
、
礼
楽
純
其
美
、
易
春
秋
明
其

知
。
六
学
皆
大
、
而
各
有
所
長
。
詩
道
志
、
故
長
於
質
。
礼
制
節
、
故
長
於
文
。
楽
詠
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徳
、
故
長
於
風
。
書
著
功
、
故
長
於
事
。
易
本
天
地
、
故
長
於
数
。
春
秋
正
是
非
、
故

長
於
治
人
。
能
兼
得
其
所
長
、
而
不
能
徧
挙
其
詳
也
）
。

玉
杯
篇
は
、
君
主
が
涵
養
す
べ
き
書
物
と
し
て
六
藝
を
挙
げ
、
六
藝
そ
れ
ぞ
れ
の
書
物
と

し
て
の
性
格
と
長
所
と
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
、
『
易
』
『
春
秋
』
に
つ
い
て
知
を
明

ら
か
に
す
る
点
で
の
共
通
項
を
認
め
つ
つ
、
『
易
』
は
天
地
に
基
づ
く
の
で
数
理
に
長
じ
、

春
秋
は
物
事
の
是
非
を
正
す
の
で
治
人
に
長
ず
る
と
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
『
易
』

『
春
秋
』
に
関
す
る
記
述
は
、
『
易
』
『
春
秋
』
を
「
天
人
の
道
」
だ
と
す
る
劉
歆
の
三
統

説
の
形
成
に
強
く
影
響
し
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
六
藝
は
そ
の
長
所
を
兼
ね
修
め
る
よ
う
に

す
べ
き
で
あ
り
、
細
部
を
取
り
上
げ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
玉
杯
篇
の
見
解
も
、
『
漢
書
』

藝
文
志
・
六
藝
略
・
大
序
等
に
見
え
る
劉
歆
の
同
軌
の
論
旨

）
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へ
と
承
け
継
が
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

さ
て
、
劉
歆
に
お
け
る
「
帝
王
の
道
」
と
「
天
人
の
道
」
と
の
関
係
を
、
上
述
の
、
古
文

学
者
と
し
て
の
劉
歆
の
在
り
方
を
整
理
し
つ
つ
考
え
て
み
た
い
。
劉
歆
は
、
『
易
』
『
春

秋
』
か
ら
、
「
周
礼
」
を
看
取
し
う
る
と
す
る
古
文
の
『
左
伝
』
の
見
解
を
重
視
し
て
、
古

文
の
『
周
官
』
を
こ
の
「
周
礼
」
に
当
た
る
「
礼
経
」
と
し
て
学
官
に
立
て
、
己
が
構
想
す

る
孔
子
が
整
備
し
た
「
帝
王
の
道
」
へ
と
組
み
入
れ
た
。
一
方
劉
歆
は
、
そ
れ
と
並
行
し

て
、
こ
の
『
易
』
『
春
秋
』
両
書
の
思
想
的
連
関
を
考
察
す
る
過
程
で
、
『
易
』
『
春
秋
』

は
「
知
」
を
明
ら
か
に
す
る
点
で
共
通
す
る
一
方
、
『
易
』
は
天
地
の
数
理
に
長
じ
、
『
春

秋
』
は
治
人
に
長
じ
る
と
区
別
す
る
『
繁
露
』
の
所
説
か
ら
、
こ
の
両
書
を
も
と
に
「
天
人

の
道
」
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
示
唆
を
得
た
。
そ
の
う
え
で
、
六
藝
の
兼
修
を
重
ん
じ
る

『
繁
露
』
の
所
説
を
是
と
し
て
、
不
易
の
『
易
』
が
他
の
変
易
す
る
五
学
を
統
括
す
る
と

い
う
六
藝
の
構
造
を
形
成
す
る
と
同
時
に
、
易
学
・
洪
範
学
・
春
秋
公
羊
学
に
基
づ
い
て
、

「
元
」
が
三
統
・
五
行
を
統
括
す
る
と
い
う
自
身
の
三
統
説
の
構
造
を
考
案
し
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
、
哀
帝
期
か
ら
平
帝
期
に
か
け
て
（
前
七
～
後
五
）
、
劉
歆
に
よ
り
、

六
藝
は
「
天
人
の
道
」
乃
至
「
帝
王
の
道
」
を
示
す
書
物
と
し
て
体
系
付
け
ら
れ
た
。
本
節

（
１
）
で
見
た
、
『
漢
書
』
五
行
志
序
が
引
く
劉
歆
の
説
が
、
孔・

・

・
子
が
『
易・

』
・
洪・

・

・
範
に
基・

づ・

き・

・

・

・

・

祖
述
し
た
『
春・

・秋
』
に
よ
り
、
「
天
人
の
道
」
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
す
る
の
は
、
劉

歆
に
と
っ
て
「
天
人
の
道
」
と
「
帝
王
の
道
」
と
が
重
な
り
合
う
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
劉
歆
の
い
う
「
帝
王
の
道
」
と
は
、
「
天
人
の
道
」
を
前
提
と
す
る
受
命

の
王
者
の
在
る
べ
き
統
治
の
在
り
方
を
指
す
、
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
劉
歆
は
古
文

学
者
の
立
場
か
ら
、
孔・

・

・

・

・

・

・

子
が
整
備
し
た
「
天
人
の
道
」
な
い
し
は
「
帝
王
の
道
」
を
構
想
し

た
の
で
あ
り
、
そ
の
春
秋
学
は
、
『
繁
露
』
の
公
羊
学
を
己
の
左
伝
学
中
に
取
り
込
み
、
こ

れ
を
天
人
相
関
論
の
基
礎
に
据
え
る
こ
と
で
成
っ
た）
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と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
劉
歆
に
と
り
、

易
学
・
洪
範
学
・
春
秋
公
羊
学
を
基
軸
に
し
て
構
築
し
た
そ
の
三
統
説
は
、
孔
子
の
「
道

術
」
と
し
て
の
六
藝
の
精
華
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

三
、
劉
歆
の
三
統
説
・
六
藝
観
の
『
漢
書
』
へ
の
影
響

本
節
で
は
〈
六
藝
の
意
義
〉
、
〈
民
の
教
化
〉
、
〈
漢
の
受
命
〉
、
〈
『
漢
書
』
の
叙

述
〉
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
班
固
自
身
の
見
解
を
調
べ
、
劉
歆
の
三
統
説
・
六
藝
観
の
『
漢

書
』
へ
の
影
響
の
存
在
を
確
認
す
る
。

（
１
）
六
藝
の
意
義

班
固
は
、
劉
歆
の
「
七
略
」
を
も
と
に
『
漢
書
』
藝
文
志
を
作
成
し
た
。
藝
文
志
の
序
文

は
「
昔
仲
尼
没
し
て
微
言
絶
へ
、
七
十
子
没
し
て
大
義
乖
る
（
昔
仲
尼
没
而
微
言
絶
、
七
十

子
喪
而
大
義
乖
）
」
と
い
う
文
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
文
は
、
前
掲
の
劉
歆
「
移
書
譲
太
常
博

士
」
の
末
尾
の
「
以
紀
帝
王
之
道
」
の
直
後
の
文
言
と
ほ
ぼ
重
な
る）
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か
ら
、
こ
こ
に
劉
歆
の

六
藝
観
を
継
承
す
る
班
固
の
態
度
を
看
取
で
き
る
。
実
際
、
『
漢
書
』
儒
林
伝
・
序
文
の
冒

頭
に
「
六
藝
は
王
教
の
典
籍
に
し
て
、
先
聖
の
天
道
を
明
ら
か
に
し
て
人
倫
を
正
し
、
至
治

を
致
す
所
以
の
成
法
な
り
（
六
藝
者
、
王
教
之
典
籍
、
先
聖
所
以
明
天
道
、
正
人
倫
、
致
至

治
之
成
法
也
）
」
と
述
べ
る
。
次
い
で
六
藝
の
由
来
を
、
班
固
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
周

道
が
衰
え
た
の
ち
二
百
年
余
り
を
経
て
孔
子
が
出
現
し
た
。
孔
子
は
、
末
世
に
際
会
し
た
た

め
に
己
の
言
葉
と
道
と
が
世
に
行
わ
れ
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
古
今
の
篇
籍
を
推
し
極
め
て

「
是
に
於
い
て
書
を
叙
ぶ
れ
ば
則
ち
堯
典
に
断
じ
、
楽
を
称
す
れ
ば
則
ち
韶
舞
に
法
り
、
詩

を
論
ず
れ
ば
則
ち
周
南
を
首
と
す
。
周
の
礼
を
綴つ

ぎ
、
魯
の
春
秋
に
因
り
、
十
二
公
の
行
事

を
挙
げ
、
之
を
縄
す
に
文
武
の
道
を
以
て
し
て
、
一
王
の
法
を
成
し
、
獲
麟
に
至
り
て
止
む
。

蓋
し
晩
く
し
て
易
を
好
み
、
之
を
読
み
て
韋
編
三
絶
し
て
、
之
が
伝
を
為
る
（
於
是
叙
書
則

断
堯
典
、
称
楽
則
法
韶
舞
、
論
詩
則
首
周
南
。
綴
周
之
礼
、
因
魯
春
秋
、
挙
十
二
公
行
事
、

縄
之
以
文
武
之
道
、
成
一
王
法
、
至
獲
麟
而
止
。
蓋
晩
而
好
易
、
読
之
韋
編
三
絶
、
而
為
之

伝
）
」
と
、
六
藝
を
改
修
整
備
し
た
の
で
あ
り
、
「
近
聖
の
事
に
因
り
て
、

て
先
王
の
教

を
立
て
」
（
因
近
聖
之
事
、

立
先
王
之
教
）
た
の
だ
と
述
べ
る
。

班
固
は
、
六
藝
を
、
天
道
に
基
づ
き
人
倫
を
正
し
て
世
を
治
め
る
た
め
の
、
孔
子
が
整
備

し
た
先
王
の
教
え
だ
と
す
る
。
こ
れ
は
、
六
藝
を
、
孔
子
が
関
与
し
て
「
天
人
の
道
」
乃
至

「
帝
王
の
道
」
と
し
て
の
体
系
を
整
え
た
書
だ
と
す
る
劉
歆
の
六
藝
観
を
継
承
し
た
も
の
で

あ
る）

1（
（

。
序
で
ふ
れ
た
、
『
漢
書
』
睢
両
夏
侯
京
翼
李
伝
の
賛
に
「
幽
賛
神
明
、
通
合
天
人
之

道
者
、
莫
著
乎
易
・
春
秋
」
と
あ
る
言
葉
は
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

劉歆の三統説・六藝観とその班固『漢書』への影響
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（
２
）
民
の
教
化

班
固
は
、
礼
楽
志
序
及
び
刑
法
志
序
に
お
い
て
、
天
道
に
基
づ
き
人
倫
を
正
す
と
い
う
教

化
の
方
法
・
目
的
を
、
己
の
人
間
観
と
絡
め
て
説
い
て
い
る
。

人
　
天
地
陰
陽
の
気
を
函
め
ば
、
喜
怒
哀
楽
の
用
有
り
。
天
其
の
性
を
稟
く
る
も
節
す

る
能
は
ざ
る
な
り
。
聖
人
能
く
之
が
節
を
為
む
る
も
、
絶
ゆ
る
能
は
ず
。
故
に
天
地
に

象
り
て
礼
楽
を
制
む
る
は
、
神
明
に
通
じ
て
、
人
倫
を
立
て
、
情
性
を
正
し
、
万
事
を

節
す
る
者
な
り
（
人
函
天
地
陰
陽
之
気
、
有
喜
怒
哀
楽
之
情
。
天
稟
其
性
而
不
能
節
也
。

聖
人
能
為
之
節
而
不
能
絶
也
、
故
象
天
地
而
制
礼
楽
、
所
以
通
神
明
、
立
人
倫
、
正
情

性
、
節
万
事
者
也
）
。
（
礼
楽
志
序
）

人
は
天
地
の
貌
に
宵に

て
、
五
常
の
性
を
懐
き
、
聡
明
精
粋
に
し
て
、
有
生
の
最
も
霊
な

る
者
な
り
。
…
聖
人
既
に
明
悊
の
性
を
躬
に
し
て
、
必
ず
天
地
の
心
に
通
じ
、
礼
を
制

め
教
を
作
り
、
法
を
立
て
刑
を
設
け
、
動
く
に
民
情
に
縁
り
、
天
に
則
り
地
に
象
る

（
人
宵
天
地
之
貌
、
懐
五
常
之
性
、
聡
明
精
粋
、
有
生
之
最
霊
者
也
。
…
聖
人
既
躬
明

悊
之
性
、
必
通
天
地
之
心
、
制
礼
作
教
、
立
法
設
刑
、
動
縁
民
情
、
而
則
天
象
地
）
。

（
刑
法
志
序
）

こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
人
は
天
地
陰
陽
の
気
か
ら
生
じ
て
、
「
五
常
の
性
」
を
も
ち
、
万
物

の
な
か
で
最
も
聡
明
な
存
在
で
あ
る
が
、
そ
の
性
と
と
も
に
あ
る
喜
怒
哀
楽
の
感
情
の
働
き

に
は
節
度
が
な
い
。
そ
こ
で
「
明
悊
の
性
」
を
も
つ
聖
人
は
、
天
地
を
模
範
と
し
て
礼
楽
・

法
刑
を
立
て
、
天
地
の
神
明
に
通
じ
つ
つ
、
人
の
情
性
を
正
し
、
万
事
に
節
度
を
保
つ
の
だ

と
い
う
。
班
固
が
説
く
こ
の
「
五
常
の
性
」
は
、
劉
歆
の
三
統
説
が
「
太
極
・
元
気
」
を
根

元
と
す
る
「
性
命
の
理
」
が
「
五
常
」
の
性
質
を
含
む
と
す
る
の
を
承
け
て
表
現
し
た
も
の

と
い
え
る
。

ま
た
班
固
は
、
地
理
志
下
に
お
い
て
、
教
化
の
目
的
を
さ
ら
に
詳
し
く
記
す
。

凡
そ
民
は
五
常
の
性
を
函ふ

く

む
。
而
れ
ど
も
其
の
剛
柔
緩
急
あ
り
て
、
音
声
同
じ
か
ら
ず
、

水
土
の
風
気
に
繋
が
る
。
故
に
之
を
風
と
謂
ふ
。
好
悪
取
捨
動
静
常
亡
く
、
君
上
の
情

欲
に
随
ふ
、
故
に
之
を
俗
と
謂
ふ
。
孔
子
曰
く
、
風
を
移
し
俗
を
易
ふ
る
に
、
楽
よ
り

善
き
は
莫
し
と
。
聖
王
上
に
在
り
て
、
人
倫
を
統
理
し
、
必
ず
其
の
本
を
移
し
、
其
の

末
を
易
ふ
。
此
れ
天
下
を
混
同
し
、
之
を
中
和
に
一
な
ら
し
め
て
、
然
る
後
王
教
成
る

な
り
（
凡
民
函
五
常
之
性
。
而
其
剛
柔
緩
急
、
音
声
不
同
、
繋
水
土
之
風
気
、
故
謂
之

風
。
好
悪
取
捨
、
動
静
亡
常
、
随
君
上
之
情
欲
、
故
謂
之
俗
。
孔
子
曰
、
移
風
易
俗
、

莫
善
於
楽
。
言
聖
王
在
上
、
統
理
人
倫
、
必
移
其
本
、
而
易
其
末
。
此
混
同
天
下
一
之

中
和
、
然
後
王
教
成
也
）
。

民
は
み
な
「
五
常
の
性
」
を
も
ち
な
が
ら
、
居
住
す
る
地
域
の
気
候
・
風
土
や
君
主
の
嗜

好
の
影
響
を
被
り
、
そ
の
好
悪
・
言
動
に
偏
り
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
王
者
が
行
う
教
化
の
目

的
は
、
人
倫
を
統
べ
治
め
て
、
民
の
習
俗
を
移
し
易
え
、
中
和
の
道
へ
と
帰
一
さ
せ
る
と
こ

ろ
に
あ
る
と
す
る
。
班
固
が
記
す
、
こ
の
「
王
教
」
の
目
的
は
、
劉
歆
の
三
統
説
に
お
け
る
、

天
地
人
三
道
の
中
和
を
統
べ
治
め
る
と
い
う
王
者
の
使
命
を
承
け
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

（
３
）
漢
の
受
命

班
固
は
『
漢
書
』
天
文
志
の
序
で
、
地
上
の
「
州
国
・
官
宮
・
物
類
」
は
す
べ
て
天
上
の

日
月
星
辰
に
対
応
す
る
た
め
、
地
上
に
お
け
る
君
主
の
失
政
は
、
陰
陽
の
気
の
変
化
を
通
し

て
天
上
の
日
月
星
辰
の
運
行
の
異
常
を
も
た
ら
す
と
し
て
、
「
明
君
之
を
覩
て
寤
り
、
身
を

飭
し
事
を
正
し
、
其
の
咎
を
思
ひ
て
謝
す
れ
ば
、
則
ち
禍
除
か
れ
て
福
至
る
は
、
自
然
の
符

な
り
（
明
君
覩
之
而
寤
、
飭
身
正
事
、
思
其
咎
謝
、
則
禍
除
而
福
至
、
自
然
之
符
也
）
」
と

述
べ
る
。
こ
れ
は
、
劉
歆
が
示
す
自
然
の
機
構
と
し
て
の
天
人
相
関
の
在
り
方
を
承
け
た
も

の
と
見
な
せ
る
。

『
漢
書
』
に
お
け
る
漢
の
受
命
は
、
こ
の
自
然
の
機
構
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
、
『
漢
書
』
高
帝
紀
下
の
賛
の
記
述
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
班
固

は
、
『
左
伝
』
の
文
言

）
11
（

を
用
い
て
、
陶
唐
氏
の
後
裔
に
劉
累
が
お
り
、
そ
の
血
筋
が
夏
殷
周

の
時
代
を
経
て
漢
高
祖
へ
と
つ
ら
な
る
こ
と
を
示
し
、
「
漢
帝
本
系
、
出
自
唐
帝
」
と
い
う

劉
向
の
見
方
を
挙
げ
て
、
漢
堯
後
説
の
根
拠
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
「
由
是
推
之
」
と
し
て

「
漢

　
堯
運
を
承
け
、
徳
祚
已
に
盛
ん
な
り
。
蛇
を
断
ち
て
符
を
著
せ
ば
、
旗
幟
赤
を
上
び
、

火
徳
に
協
ふ
。
自・

・

・

・

・

・

・

然
の
応
に
し
て
、
天
統
を
得
た
れ
ば
な
り
（
漢
承
堯
運
、
徳
祚
已
盛
。
断

蛇
著
符
、
旗
幟
上
赤
、
協
于
火
徳
。
自・

・

・

・

然
之
応
、
得
天
統
矣
）
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
「
由
是
推
之
」
以
下
の
班
固
の
記
述
が
、
劉
向
・
劉
歆
の
「
高
祖
始
起
、
神
母
夜
号
、
著

赤
帝
之
符
、
旗
章
遂
赤
、
自
得
天
統
矣
」
（
『
漢
書
』
郊
祀
志
の
賛
が
引
用
す
る
。
第
一
節

（
３
）
参
照
）
と
い
う
説
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
班
固
は
、
『
左

伝
』
と
劉
向
の
説
を
用
い
て
、
劉
氏
の
漢
が
堯
の
末
裔
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
、
こ
れ

を
前
提
と
し
て
、
劉
歆
の
三
統
説
を
承
け
な
が
ら
、
漢
を
、
天
か
ら
「
受
命
の
符
」
を
得
た
、

天
統
・
火
徳
に
当
た
る
堯
の
後
継
王
朝
と
す
る
の
で
あ
る
。

（
４
）
『
漢
書
』
の
叙
述

『
漢
書
』
叙
伝
下
の
冒
頭
で
は
「
固
以
為
へ
ら
く
、
唐
虞
三
代
は
、
詩
書
の
及
ぶ
所
に
し

て
、
世
よ
典
籍
有
り
。
故
に
堯
舜
の
盛
ん
な
り
と
雖
も
、
必
ず
典
謨
の
篇
有
り
て
、
然
る
後

名
を
後
世
に
揚
げ
、
徳
を
百
王
に
冠
た
ら
し
む
（
固
以
為
唐
虞
三
代
、
詩
書
所
及
、
世
有
典

南　部　英　彦
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籍
、
故
雖
堯
舜
之
盛
、
必
有
典
謨
之
篇
、
然
後
揚
名
於
後
世
、
冠
徳
於
百
王
）
」
と
し
て
、

『
書
』
の
「
典
謨
の
篇
」
に
記
さ
れ
る
堯
舜
時
代
の
百
王
に
冠
た
る
功
徳
を
強
調
す
る
。
そ

の
う
え
で
「
漢
は
堯
運
を
紹
ぎ
て
、
以
て
帝
業
を
建
つ
（
漢
紹
堯
運
、
以
建
帝
業
）
」
と

の
立
場
か
ら
、
「
元
を
高
祖
に
起
こ
し
て
、
孝
平
王
莽
の
誅
に
終
わ
る
ま
で
、
十
有
二
世
、

二
百
三
十
年
。
其
の
行
事
を
綜
べ
、
五
経
を
旁
貫
し
て
、
上
下
に
洽
通
せ
し
め
て
、
春
秋
考

紀
・
表
・
志
・
伝
、
凡
て
百
篇
を
為
る
（
起
元
高
祖
、
終
于
孝
平
王
莽
之
誅
、
十
有
二
世
、

二
百
三
十
年
。
綜
其
行
事
、
旁
貫
五
経
、
上
下
洽
通
、
為
春
秋
考
紀
・
表
・
志
・
伝
、
凡
百

篇
）
」
と
述
べ
、
前
漢
一
代
に
範
囲
を
限
定
し
た
史
書
を
作
成
し
た
と
言
う
。
こ
こ
に
は
、

『
漢
書
』
百
篇
は
「
典
謨
の
篇
」
（
『
書
』
の
二
典
三
謨
）
を
模
範
と
し
、
五
経
（
六
藝
）

の
精
神
が
貫
通
す
る
書
で
あ
る
と
い
う
班
固
の
意
識
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る）

11
（

。

他
方
、
叙
伝
下
の
末
尾
で
、
叙
伝
の
叙
目
と
し
て
、
班
固
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

凡
そ
漢
書
は
、
帝
皇
を
叙
ぶ

）
11
（

。
官
司
を
列
ね
、
侯
王
を
建
つ
。
天
地
に
準な

ら

ひ
て
、
陰
陽

を
統
べ
、
元
極
を
闡
き
て
、
三
光
を
歩は

か

る
。
州
域
を
分
か
ち
、
土
疆
を
物み

て
、
人
理
を

窮
め
、
万
方
を
該
ぬ
。
六
経
を
緯
し
て
、
道
綱
を
綴
り
、
百
氏
を
総
べ
て
、
篇
章
を
賛あ

き

ら
か
に
す
。
雅
故
を
函
み
、
古
今
を
通
じ
、
文
字
を
正
し
て
、
学
林
を
惟
ふ
（
凡
漢
書
、

叙
帝
皇
、
列
官
司
、
建
侯
王
。
準
天
地
、
統
陰
陽
、
闡
元
極
、
步
三
光
。
分
州
域
、
物

土
疆
、
窮
人
理
、
該
万
方
。
緯
六
経
、
綴
道
綱
、
総
百
氏
、
贊
篇
章
。
函
雅
故
、
通
古

今
、
正
文
字
、
惟
学
林
。
述
叙
伝
第
七
十
）
。

『
漢
書
』
は
、
「
帝
皇
」
た
る
漢
帝
の
統
治
の
次
第
を
叙
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

第
一
に
、
官
職
と
諸
侯
王
と
を
設
置
し
た
こ
と
。
第
二
に
、
天
地
に
準
拠
し
て
陰
陽
を
統
御

し
、
根
元
た
る
太
極
を
据
え
て
日
月
星
辰
の
運
行
法
則
を
推
定
し
、
ま
た
州
域
の
境
界
を
区

分
し
て
各
地
の
特
色
を
捉
え
、
ま
た
人
倫
を
窮
め
て
万
方
を
治
め
た
こ
と
。
第
三
に
、
六
藝

を
結
び
合
わ
せ
、
道
綱
を
整
え
て
、
百
家
の
篇
章
を
統
べ
治
め
た
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
漢
帝
が
、
官
僚
と
諸
侯
王
と
を
輔
佐
と
定
め
る
一
方
、
六
藝
を
模
範
と
し
つ
つ
、
天

地
の
道
を
把
握
し
て
、
人
倫
を
統
べ
治
め
た
そ
の
実
際
を
叙
述
す
る
こ
と
を
、
『
漢
書
』
の

理
念
と
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
『
漢
書
』
の
叙
述
の
理
念
の

中
心
に
、
劉
歆
の
三
統
説
と
六
藝
観
と
が
位
置
付
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
時
に
こ

こ
か
ら
、
高
祖
以
下
の
漢
帝
の
統
治
を
、
三
統
を
統
べ
る
王
者
の
そ
れ
と
見
な
す
と
同
時
に
、

伏
犧
以
来
の
帝
王
の
系
譜
の
う
ち
、
堯
を
特
に
取
り
上
げ
て
漢
を
そ
の
後
継
に
当
て
る
こ
と

に
よ
り
、
漢
朝
の
正
統
化
を
図
る
、
班
固
の
意
識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
〈
六
藝
の
意
義
〉
、
〈
民
の
教
化
〉
、
〈
漢
の
受
命
〉
、
〈
『
漢

書
』
の
叙
述
〉
の
各
方
面
に
お
け
る
『
漢
書
』
の
記
述
が
、
劉
歆
の
三
統
説
・
六
藝
観
に
立

脚
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
思
う
。
『
漢
書
』
叙
伝
上
が
載
せ
る
班
固
の
「
幽
通

賦
」
に
「
道・

は
混
成
し
て
自
然
な
り
、
術・

は
原
を
同
じ
く
し
て
流
れ
を
分
か
つ
（
道・

混
成
而

自
然
兮
、
術・

同
原
而
分
流
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
班
固
は
、
孔
子
の
「
道
術
」
と
し
て
の
劉

歆
の
古
学
を
継
承
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

お
わ
り
に

最
後
に
本
稿
の
要
点
を
記
し
て
お
き
た
い
。
劉
歆
の
三
統
説
は
、
「
元
」
が
三
統
・
五
行

を
統
括
す
る
構
造
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
天
人
相
関
の
在
り
方
を
説
明
す
る
理
論

だ
と
捉
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
劉
歆
は
、
天
統
・
地
統
が
万
物
を
生
成
し
、
人
統
の
王
者
が

万
物
の
性
命
を
教
化
に
よ
り
完
成
せ
し
め
る
と
い
う
三
統
の
相
互
関
係
を
説
く
。
こ
こ
で
劉

歆
は
、
王
者
を
、
天
地
人
三
道
の
中
和
を
統
べ
治
め
る
者
と
し
て
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
天

人
の
機
械
的
感
応
関
係
を
基
盤
と
す
る
自
然
の
機
構
を
想
定
す
る
。
だ
か
ら
、
王
者
が
中
正

を
失
う
と
、
五
行
の
気
の
変
化
に
天
が
感
応
し
て
、
自
ず
か
ら
天
人
に
順
う
革
命
が
起
こ
り
、

そ
の
際
、
受
命
し
た
新
王
へ
符
瑞
が
下
る
の
で
、
王
者
は
こ
の
天
意
・
天
命
に
順
っ
て
、
三

統
の
統
括
と
い
う
使
命
を
担
う
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
三
統
説
は
、
五
徳
終
始
説

を
内
に
含
ん
で
お
り
、
革
命
に
伴
い
、
王
朝
の
三
統
五
徳
の
循
環
の
一
齣
が
運
る
と
す
る
。

こ
こ
で
劉
歆
は
、
漢
を
、
天
統
・
火
徳
に
当
た
る
堯
の
後
継
王
朝
と
位
置
づ
け
る
。

こ
の
劉
歆
の
三
統
説
は
、
易
学
・
洪
範
学
・
春
秋
公
羊
学
を
基
軸
に
し
て
成
る
。
一
方
、

劉
歆
の
三
統
説
の
構
造
と
、
不
易
の
易
学
が
他
の
五
学
を
統
括
す
る
と
い
う
六
藝
の
構
造
は
、

照
応
す
る
と
見
な
せ
る
。
劉
歆
は
、
六
藝
を
孔
子
が
整
備
し
た
「
帝
王
の
道
」
を
示
す
書
で

あ
る
と
し
た
。
劉
歆
の
い
う
「
帝
王
の
道
」
と
は
、
「
天
人
の
道
」
を
前
提
と
す
る
受
命
の

王
者
の
在
る
べ
き
統
治
の
在
り
方
を
指
す
。
劉
歆
は
こ
の
「
天
人
の
道
」
乃
至
「
帝
王
の

道
」
を
、
古
文
学
者
の
立
場
か
ら
構
想
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
春
秋
学
は
『
繁
露
』
の
公
羊

学
を
己
の
左
伝
学
中
に
取
り
込
み
、
こ
れ
を
天
人
相
関
論
の
基
礎
に
据
え
る
こ
と
で
成
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
劉
歆
に
と
り
、
易
学
・
洪
範
学
・
春
秋
公
羊
学
を
基
軸
に
し
て
構

築
し
た
そ
の
三
統
説
は
、
孔
子
の
「
道
術
」
と
し
て
の
六
藝
の
精
華
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

『
漢
書
』
に
お
け
る
、
〈
六
藝
の
意
義
〉
、
〈
民
の
教
化
〉
、
〈
漢
の
受
命
〉
、
〈
『
漢

書
』
の
叙
述
〉
に
関
す
る
班
固
の
見
解
を
見
る
と
、
劉
歆
の
三
統
説
・
六
藝
観
と
そ
れ
ら
を

貫
く
「
天
人
の
道
」
乃
至
「
帝
王
の
道
」
の
考
え
が
与
え
た
強
い
影
響
の
痕
跡
を
確
認
で

き
る
。
班
固
は
こ
の
劉
歆
の
学
術
・
思
想
を
継
承
し
た
う
え
で
、
漢
が
天
統
・
火
徳
に
当

り
、
堯
の
後
継
王
朝
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
『
漢
書
』
の
学
術
・

政
治
・
歴
史
に
関
す
る
思
想
の
根
底
に
、
劉
歆
の
三
統
説
・
六
藝
観
が
位
置
付
い
て
い
た
と
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認
め
ら
れ
る）

11
（

。
班
固
は
、
ま
さ
し
く
孔
子
の
「
道
術
」
と
し
て
の
劉
歆
の
古
学
の
継
承
者
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
「
典
引
」
「
両
都
賦
」
等
を
材
料
と
し
て
、
漢
王
朝
の
賛
美
と
図
書
信
奉
と
が
い

か
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
を
調
べ
、
班
固
の
天
人
論
の
特
色
を
さ
ら
に
詳
し
く
把
握
す
る

こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
な
る
。

注（
１
）
福
井
重
雅
「
班
固
『
漢
書
』
の
研
究
」
（
『
漢
代
儒
教
の
史
的
研
究
―
儒
教
の
官
学
化
を
め
ぐ

る
定
説
の
再
検
討
―
』
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
の
第
三
篇
）
。
福
井
氏
は
『
漢
書
』
高
帝
紀
下
・
賛

の
「
断
蛇
著
符
」
と
い
う
班
固
の
記
述
か
ら
「
讖
緯
思
想
の
受
容
」
と
い
う
班
固
の
思
想
の
要
素
を
引

き
出
す
。
し
か
し
、
こ
の
「
符
」
は
、
漢
高
祖
が
蛇
を
斬
っ
た
折
の
「
吾
子
、
白
帝
子
也
、
化
為
蛇
、

当
道
、
今
者
赤
帝
子
斬
之
、
故
哭
」
と
い
う
一
老
媼
の
発
言
（
『
漢
書
』
高
帝
紀
上
）
が
そ
れ
に
当
た

る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
「
断
蛇
著
符
」
と
の
班
固
の
記
述
は
、
文
字
で
書
か
れ
た
図
書
や
讖
緯
の

書
と
は
区
別
し
、
劉
向
・
劉
歆
の
五
徳
終
始
説
を
受
容
し
た
と
す
る
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
（
本
稿
三
節

（
３
）
を
参
照
）
。
な
お
、
福
井
氏
は
、
班
彪
「
王
命
論
」
に
基
づ
い
て
、
班
固
の
い
だ
く
思
想
の
す

べ
て
が
、
父
・
班
彪
の
そ
れ
を
直
接
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

（
２
）
「
鐘
律
書
」
お
よ
び
「
三
統
暦
譜
」
の
作
成
時
期
は
、
『
漢
書
』
平
帝
紀
の
元
始
五
年
（
後

五
）
の
記
事
と
し
て
「
徴
天
下
通
知
逸
経
、
古
記
、
天
文
、
暦・

・算
、
鍾・

・律
、
小
学
、
史
篇
、
方
術
、
本

草
及
以
五
経
、
論
語
、
孝
経
、
爾
雅
教
授
者
、
在
所
為
賀
一
封

伝
、
遣
詣
京
師
。
至
者
数
千
人
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
と
も
に
平
帝
の
元
始
五
年
と
見
な
す
。
両
書
は
内
容
的
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
「
鐘
律
書
」
は
、
兒
玉
憲
明
「
劉
歆
の
音
律
理
論
」
（
『
待
兼
山
論
叢
』
哲
学
篇
15
、
一
九
八
二
）

の
注
（
６
）
の
考
証
に
従
い
、
『
漢
書
』
律
暦
志
上
・
序
文
の
「
故
刪
其
偽
辞
、
取
正
義
、
著
于
篇
」

以
下
の
「
一
曰
備
数
」
か
ら
「
用
竹
為
引
者
、
事
之
宜
也
」
ま
で
の
文
章
が
そ
れ
に
当
た
る
と
見
な
す
。

「
三
統
歴
譜
」
は
、
同
じ
く
律
暦
志
上
の
「
（
劉
）
向
子
歆
究
其
微
眇
、
作
三
統
暦
及
譜
以
説
春
秋
、

推
法
密
要
、
故
述
焉
」
以
下
の
「
夫
暦
春
秋
者
、
天
時
也
」
か
ら
律
暦
志
下
所
載
の
「
世
経
」
の
「
哀

帝
建
平
四
年
、
元
寿
二
年
、
著
紀
即
位
六
年
」
と
い
う
記
事
ま
で
と
見
な
す
（
「
世
経
」
の
「
平
帝
著

紀
即
位
元
始
五
年
、
以
宣
帝
玄
孫
嬰
為
嗣
、
謂
之
孺
子
」
以
下
末
尾
ま
で
の
記
述
は
、
劉
歆
の
「
鐘
律

書
」
「
三
統
暦
譜
」
作
成
後
に
生
起
し
た
事
柄
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
か
ら
、
班
固
の
加
筆
部
分
と
考

え
ら
れ
る
）
。

（
３
）
本
稿
は
、
『
漢
書
』
（
中
華
書
局
出
版
、
一
九
六
二
）
を
底
本
と
し
て
用
い
た
。

（
４
）
「
易
曰
、
天
垂
象
、
見
吉
凶
、
聖
人
象
之
。
河
出
図
、
雒
出
書
、
聖
人
則
之
。
劉
歆
以
為

羲
氏
継
天
而
王
、
受
河
図
、
則
而
画
之
、
八
卦
是
也
。
禹
治
洪
水
、
賜
洛
書
、
法
而
陳
之
、
洪
範
是
也
。

…
以
為
河
図
・
雒
書
相
為
経
緯
、
八
卦
・
九
章
相
為
表
裏
。
昔
殷
道
弛
、
文
王
演
周
易
。
周
道
敝
、
孔

子
述
春
秋
。
則
乾
坤
之
陰
陽
、
効
洪
範
之
咎
徴
、
天
人
之
道
粲
然
著
矣
」
と
い
う
文
に
よ
る
。

（
５
）
戸
川
芳
郎
「
後
漢
を
迎
え
る
時
期
の
元
気
」
（
小
野
沢
精
一
・
福
永
光
司
・
山
井
湧
編
『
気
の

思
想
―
中
国
に
お
け
る
自
然
観
と
人
間
観
の
展
開
―
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
、
第
一
部
・

第
四
章
）
。

（
６
）
『
易
』
繋
辞
上
伝
の
当
該
箇
所
の
韓
康
伯
注
に
「
三
極
、
三
才
也
」
と
あ
る
。
『
易
』
繋
辞
下

伝
に
「
易
之
為
書
也
、
広
大
悉
備
。
有
天
道
焉
、
有
人
道
焉
、
有
地
道
焉
。
兼
三
材
而
両
之
、
故
六
。

六
者
非
它
、
三
材
之
道
也
。
道
有
変
動
、
故
曰
爻
」
と
あ
り
、
説
卦
伝
に
「
立
天
之
道
曰
陰
与
陽
、
立

地
之
道
曰
柔
与
剛
、
立
人
之
道
曰
仁
与
義
。
兼
三
才
而
両
之
。
故
易
六
画
而
成
卦
。
分
陰
分
陽
、
迭
陽

柔
剛
、
故
易
六
位
而
成
章
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
爻
之
道
、
三
極
之
道
也
」
と
内
容
的
に
重
な
る
か
ら
、

や
は
り
こ
こ
の
「
三
極
」
は
「
三
才
（
三
材
）
」
を
指
す
と
認
め
ら
れ
る
。

（
７
）
「
三
統
暦
譜
」
は
、
一
ヶ
月
の
基
本
定
数
を
二
十
九
日
と
八
十
一
分
の
四
十
三
日
と
し
、
さ
ら

に
十
九
年
七
閏
法
を
採
用
し
て
、
一
年
の
長
さ
を
三
六
五
日
一
五
三
九
分
の
三
八
五
日
と
す
る
。
能
田

忠
亮
・
藪
内
清
『
漢
書
律
暦
志
の
研
究
』
（
全
国
書
房
、
一
九
四
七
）
の
四
〇
頁
に
よ
る
と
、
三
統
暦

が
太
初
暦
を
踏
襲
し
た
の
は
「
暦
の
基
本
定
数
た
る
年
月
の
長
さ
、
及
び
こ
れ
よ
り
導
か
れ
る
一
章

十
九
年
、
（
一
統
）
八
十
一
章
一
五
三
九
年
、
及
び
（
一
元
）
二
百
四
十
三
章
四
六
一
七
年
」
（
括
弧

内
は
筆
者
の
補
足
）
で
あ
る
。

（
８
）
「
鐘
律
書
」
に
「
鐘
者
種
也
」
と
あ
る
の
に
従
い
、
「
鐘
」
字
を
「
種
蒔
く
」
の
意
で
解
釈
す

る
。

（
９
）
「
鐘
律
書
」
で
は
「
天
地
之
中
数
五
」
「
地
之
中
数
六
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
天
一
、
地
二
、

天
三
、
地
四
、
天
五
、
地
六
、
天
七
、
地
八
、
天
九
、
地
十
」
（
『
易
』
繋
辞
上
伝
）
の
真
ん
中
の

「
天
五
、
地
六
」
を
指
す
。

（
10
）
能
田
忠
亮
・
藪
内
清
両
氏
の
前
掲
書
の
二
〇
二
頁
で
、
宋
祁
の
説
に
従
っ
て
、
「
九
三
」
を

「
九
二
」
に
改
め
る
の
に
従
う
。

（
11
）
こ
の
資
料
に
「
十
一
月
、
乾
之
初
九
。
陽
気
伏
於
地
下
、
始・

・

・

・

著
為
一
、
万
物
萌
動
、
鐘・

・於
太・

陰・

」
と
あ
る
の
と
、
前
掲
の
「
鐘
律
書
」
に
「
太
極
元
気
、
函・

・

・

・

三
為
一
。
…
行
於
十
二
辰
、
始・

・動
於・

子・

」
と
あ
り
、
「
鐘
律
書
」
の
他
の
箇
所
に
「
大・

・

・

・

・

陰
者
北
方
」
と
あ
る
の
を
対
照
す
る
と
、
天
統
の
位

置
は
子
と
な
る
。

（
12
）
「
鐘
律
書
」
に
お
け
る
十
二
月
・
乾
坤
十
二
爻
・
十
二
律
・
十
二
辰
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
、

能
田
忠
亮
・
藪
内
清
両
氏
の
前
掲
書
の
二
〇
二
頁
の
図
表
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
13
）
「
歴
春
秋
者
天
時
也
。
列
人
事
而
因
以
天
時
」
と
い
う
文
に
よ
る
。

（
14
）
た
だ
し
こ
の
引
用
文
は
、
今
本
『
左
伝
』
成
公
十
三
年
の
文
と
比
較
す
る
と
、
少
し
文
字
の
異

同
が
あ
り
、
今
本
で
は
「
民
受
天
地
之
中
以
生
、
所
謂
命
也
。
是
以
有
動・

・

・

・

作
礼
義
威
儀
之
則
以
定
命
也
。

南　部　英　彦

― 281 ―（ 290 ）



能
者
養
之・

・以
福
、
不
能
者
敗
以
取
禍
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
15
）
「
故
列
十
二
公
二
百
四
十
二
年
之
事
、
以
陰
陽
之
中
制
其
礼
。
故
春
為
陽
中
、
万
物
以
生
。
秋

為
陰
中
、
万
物
以
成
。
是
以
事
挙
其
中
、
礼
取
其
和
、
暦
数
以
閏
正
天
地
之
中
、
以
作
事
厚
生
、
皆
所

以
定
命
也
」
と
い
う
文
に
よ
る
。

（
16
）
「
三
統
暦
譜
」
の
「
故
三
五
相
包
而
生
天
統
之
正
、
始
施
於
子
半
、
日
萌
色
赤
。
地
統
受
之
於

丑
初
、
日
肇
化
而
黄
、
至
丑
半
、
日
牙
化
而
白
。
人
統
受
之
於
寅
初
、
日

成
而
黒
、
至
寅
半
、
日
生

成
而
青
。
…
三
微
之
統
既
著
、
而
五
行
自
青
始
、
其
序
亦
如
之
。
五
行
与
三
統
相
錯
」
と
い
う
文
に
よ

る
。

（
17
）
「
三
統
暦
譜
」
に
「
三
辰
之
合
於
三
統
也
、
日
合
於
天
統
、
月
合
於
地
統
、
斗
合
於
人
統
。
五

星
之
合
於
五
行
、
水
合
於
辰
星
、
火
合
於
熒
惑
、
金
合
於
太
白
、
木
合
於
歳
星
、
土
合
於
塡
星
。
三
辰

五
星
而
相
経
緯
也
」
と
あ
る
の
と
対
応
す
る
。

（
18
）
川
原
秀
城
『
中
国
の
科
学
思
想
―
両
漢
天
学
考
』
（
創
文
社
、
一
九
九
六
）
の
「
Ⅳ
劉
歆
の
三

統
哲
学
」
の
一
七
九
頁
―
一
八
〇
頁
に
よ
る
。
ま
た
「
元
」
が
三
種
の
位
相
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
は

同
書
の
一
五
三
頁
も
参
照
。

（
19
）
前
掲
の
五
行
志
下
之
上
の
資
料
の
後
文
に
「
劉
歆
皇
極
伝
曰
有
下
体
生
上
之
痾
。
説
以
為
下・

人・

伐・

上・

、
天・

・

・

・

誅
已
成
、
不
得
復
為
痾
云
」
と
あ
る
。
こ
こ
の
劉
歆
の
「
皇
極
伝
」
は
、
「
皇
之
不
極
」

（
君
主
が
中
正
で
な
い
こ
と
）
に
よ
り
起
こ
る
「
時
則
有
下
人
伐
上
之
痾
」
と
い
う
現
象
を
、
『
洪
範

五
行
伝
』
の
「
貌
之
不
恭
」
に
よ
る
起
こ
る
「
時
則
有
下
体
生
上
之
痾
」
と
い
う
咎
徴
と
関
連
づ
け
て

捉
え
る
。

（
20
）
こ
の
劉
歆
の
立
場
は
、
『
易
』
繋
辞
上
伝
に
「
天
尊
地
卑
、
乾
坤
定
矣
。
…
乾
以
易
知
、
坤
以

簡
能
。
…
易
簡
而
天
下
之
理
得
矣
。
天
下
之
理
得
而
成
位
乎
其
中
矣
」
と
あ
る
よ
う
な
、
天
地
の
簡
易

な
る
働
き
に
従
い
天
下
の
理
を
得
て
そ
の
「
中
」
に
人
が
立
つ
と
す
る
考
え
に
基
づ
き
、
展
開
さ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

（
21
）
『
漢
書
』
藝
文
志
・
数
術
略
・
五
行
家
の
小
序
に
「
五
行
者
、
五
常
之
形
気
也
。
書
云
、
初
一

曰
五
行
、
次
二
曰
羞
用
五
事
、
言
進
用
五
事
以
順
五
行
也
。
貌
言
視
聴
思
心
失
而
五
行
之
序
乱
、
五
星

之
変
作
、
皆
出
於
律
暦
之
数
而
分
為
一
者
也
」
と
あ
る
。

（
22
）
『
漢
書
』
董
仲
舒
伝
に
「
仲
舒
所
著
、
皆
明
経
術
之
意
、
及
上
疏
条
教
、
凡
百
二
十
三
篇
。
而

説
春
秋
事
得
失
、
聞
挙
・
玉
杯
・
蕃
露
・
清
明
・
竹
林
之
属
、
復
数
十
篇
、
十
餘
万
言
、
皆
伝
於
後

世
」
と
あ
る
。
董
仲
舒
の
著
書
に
つ
い
て
「
百
二
十
三
篇
」
と
い
う
の
は
、
『
漢
書
』
藝
文
志
・
諸
子

略
・
儒
家
の
項
に
著
録
さ
れ
る
「
董
仲
舒
百
二
十
三
篇
」
と
篇
数
に
お
い
て
一
致
す
る
。
筆
者
は
、
董

仲
舒
の
著
書
と
し
て
記
さ
れ
る
「
聞
挙
」
等
の
「
数
十
篇
十
餘
万
言
」
は
、
実
は
董
仲
舒
の
後
学
の
撰

に
か
か
る
と
思
う
が
、
こ
れ
は
今
本
『
繁
露
』
（
全
八
十
二
篇
、
う
ち
三
篇
缺
）
の
原
本
に
当
た
り

（
玉
杯
・
竹
林
の
二
篇
が
今
本
の
篇
名
に
あ
る
）
、
こ
の
原
本
『
繁
露
』
は
、
先
の
「
百
二
十
三
篇
」

に
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
劉
歆
と
班
固
の
両
者
は
、
こ
の
今
本
『
繁
露
』
の
原
本

を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

（
23
）
『
繁
露
』
循
天
之
道
篇
は
、
「
中
者
天
地
之
所
終
始
也
、
而
和
者
天
地
之
所
生
成
也
。
夫
徳
莫

大
於
和
、
而
道
莫
正
於
中
。
中
者
天
地
之
美
達
理
也
、
聖
人
之
所
保
守
也
。
…
是
故
能
以
中
和
理
天
下

者
、
其
徳
大
盛
。
能
以
中
和
養
其
身
者
、
其
寿
極
命
」
と
述
べ
、
統
治
者
は
、
理
法
と
し
て
の
天
地
・

四
時
の
中
和
の
気
に
従
っ
て
、
身
を
養
い
、
天
下
を
治
め
る
と
す
る
の
も
、
劉
歆
の
こ
の
立
場
に
通
じ

る
。
ま
た
同
篇
が
、
「
中・

・

・

・

・

・

・

・

者
天
地
之
太
極
也
、
日
月
之
所
至
而
卻
也
。
長
短
之
隆
、
不
得
過
中
、
天
地

之
制
也
」
と
言
う
の
は
「
太・

・

・

・

極
元
気
、
函
三
為
一
。
極・

、
中・

・也
」
（
「
鐘
律
書
」
）
と
い
う
劉
歆
の
文

言
に
示
唆
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
同
・
王
道
篇
に
は
「
王
者
人
之
始
也
。
王
正
則
元
気
和
順
、

風
雨
時
、
景
星
見
、
黄
龍
下
。
王
不
正
則
上
変
天
、
賊
気
并
見
」
と
あ
り
、
王
者
の
正
不
正
は
元
気
の

順
不
順
と
相
関
す
る
と
い
う
。
「
元
気
」
の
概
念
も
『
繁
露
』
に
あ
る
の
で
あ
る
。

（
24
）
こ
の
資
料
に
見
え
る
包
羲
・
神
農
・
黄
帝
・
唐
（
堯
）
・
虞
（
舜
）
の
い
ず
れ
も
が
『
易
』
繋

辞
下
伝
に
そ
の
統
治
の
在
り
方
が
記
さ
れ
る
。
こ
こ
に
も
劉
向
・
劉
歆
父
子
に
よ
る
易
伝
の
重
視
が
現

れ
て
い
る
。

（
25
）
川
原
氏
前
掲
書
一
七
五
頁
の
「
図
Ⅳ
―
８
『
世
経
』
の
五
徳
終
始
説
」
を
も
と
に
作
成
し
た
。

（
26
）
福
井
氏
前
掲
論
文
の
第
一
章
・
第
二
節
で
は
、
少
昊
氏
の
名
は
『
左
伝
』
昭
公
十
七
年
・
文
公

十
八
年
・
昭
公
二
十
九
年
・
定
公
四
年
の
各
条
に
見
え
、
金
天
氏
は
昭
公
元
年
の
条
に
見
え
る
こ
と
、

し
か
し
少
昊
氏
ま
た
は
金
天
氏
の
名
称
は
『
公
羊
伝
』
『
穀
梁
伝
』
に
は
見
え
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
27
）
高
祖
が
ま
だ
沛
の
亭
長
で
あ
っ
た
頃
、
剣
を
抜
い
て
蛇
を
斬
っ
た
と
こ
ろ
、
一
人
の
老
媼
が
、

我
が
子
は
白
帝
の
子
だ
が
、
今
赤
帝
の
子
に
斬
ら
れ
た
と
言
っ
て
哭
し
た
。
そ
こ
で
、
高
祖
は
旗
幟
を

赤
に
し
た
と
い
う
故
事
。
注
（
１
）
を
参
照
。

（
28
）
劉
向
も
ま
た
、
陰
陽
の
気
を
媒
介
に
し
た
天
人
相
関
の
機
構
を
想
定
す
る
が
、
災
異
を
通
し
て

天
の
教
戒
が
現
れ
る
と
す
る
点
で
、
劉
歆
の
天
よ
り
も
、
主
宰
者
的
天
の
色
彩
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。

劉
向
の
天
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
南
部
「
劉
向
『
説
苑
』
の
公
私
観
と
そ
の
意
味
」
（
『
山
口
大
学
教

育
学
部
研
究
論
叢
』
61
―
１
・
２
、
二
〇
一
二
）
の
な
か
で
論
及
し
た
。
ま
た
こ
の
旧
稿
で
は
、
劉
向

が
、
成
帝
へ
の
上
奏
の
中
で
、
王
者
が
三
統
を
通
ず
る
の
は
、
天
命
は
一
姓
の
独
占
す
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
示
す
た
め
だ
と
し
つ
つ
、
成
帝
が
戒
慎
す
る
こ
と
で
漢
家
の
永
続
を
願
う
旨
を
述
べ
た
こ
と

に
ふ
れ
た
。
ま
た
劉
向
の
、
漢
家
堯
後
説
・
通
三
統
説
・
天
に
従
う
堯
の
禅
譲
を
至
公
と
す
る
立
場
は
、

い
ず
れ
も
「
先
師
董
仲
舒
」
の
公
羊
学
を
奉
ず
る
昭
帝
期
の

弘
の
学
説
を
継
承
し
た
も
の
だ
と
し
た
。

（
29
）
戸
川
氏
前
掲
論
文
は
劉
歆
の
「
天
人
の
道
」
を
「
易
伝
と
董
氏
春
秋
学
と
の
統
合
」
と
見
る
。

（
30
）
「
易
与
春
秋
、
天
人
之
道
也
」
（
「
三
統
暦
譜
」
）
と
は
劉
歆
の
三
統
説
を
構
成
す
る

『
易
』
・
『
書
』
洪
範
・
『
春
秋
』
の
学
の
う
ち
、
『
書
』
洪
範
の
学
を
省
略
し
た
表
現
だ
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
本
稿
二
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
『
易
』
『
春
秋
』
の
両
書
を
特
に
取
り
上
げ
て
、
「
天
人
の
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道
」
だ
と
称
す
る
の
は
、
『
左
伝
』
昭
公
二
年
の
文
の
、
『
易
』
『
春
秋
』
の
両
書
に
よ
り
、
周
公
の

王
徳
が
「
周
礼
」
と
し
て
示
さ
れ
る
と
い
う
主
旨
を
劉
歆
が
重
視
す
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
31
）
「
六
藝
之
文
、
楽
以
和
神
、
仁
之
表
也
。
詩
以
正
言
、
義
之
用
也
。
礼
以
明
体
、
明
者
著
見
、

故
無
訓
也
。
書
以
広
聴
、
知
之
術
也
。
春
秋
以
断
事
、
信
之
符
也
。
五
者
、
蓋
五
常
之
道
、
相
須
而
備
、

而
易
為
之
原
。
故
曰
、
易
不
可
見
、
則
乾
坤
或
幾
乎
息
矣
、
言
与
天
地
為
終
始
也
」
と
い
う
文
に
よ
る
。

（
32
）
川
原
氏
前
掲
書
の
一
八
三
頁
―
一
八
四
頁
参
照
。
川
原
氏
は
、
劉
歆
は
三
統
暦
と
経
学
と
の
思

想
的
な
合
一
を
冀
求
し
た
と
い
う
。

（
33
）
前
掲
の
「
昔
唐
虞
既
衰
、
三
代
迭
興
、
…
以
紀
帝
王
之
道
」
の
直
後
に
「
及
夫
子
没
而
微
言
絶
、

七
十
子
終
而
大
義
乖
。
重
遭
戦
国
、
棄

豆
之
礼
、
理
軍
旅
之
陳
、
孔・

・

・

・

・

氏
之
道
抑
、
而
孫
呉
之
術
興
。

陵
夷
至
于
暴
秦
、
燔
経
書
、
殺
儒
士
、
設
挟
書
之
法
、
行
是
古
之
罪
、
道・

・術
由
是
遂
滅
。
漢
興
、
去
聖

帝
明
王
遐
遠
、
仲・

・

・

・

尼
之
道
又
絶
、
法
度
無
所
因
襲
」
と
あ
る
。
こ
の
部
分
で
は
、
孔
子
が
整
え
た
「
帝

王
の
道
」
は
、
「
孔
氏
の
道
」
「
仲
尼
の
道
」
そ
し
て
「
道
術
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

（
34
）
『
漢
書
』
景
十
三
王
伝
中
の
河
間
献
王
伝
。

（
35
）
こ
こ
に
い
う
「
周
官
十
六
篇
」
は
「
周
官
六
篇
」
の
誤
り
か
と
思
わ
れ
る
。

（
36
）
王
莽
は
哀
帝
没
後
の
元
寿
二
年
（
前
一
）
、
大
司
馬
に
再
任
さ
れ
、
翌
年
の
平
帝
の
元
始
元
年

（
後
一
）
に
、
王
莽
の
漢
に
対
す
る
功
徳
が
周
公
の
周
に
対
す
る
そ
れ
に
比
擬
さ
れ
て
、
王
莽
は
安

漢
公
の
称
号
を
得
た
。
劉
歆
が
『
周
官
』
を
「
周
礼
」
で
あ
り
「
礼
経
」
で
あ
る
と
し
て
こ
の
書
の

権
威
を
高
め
た
の
は
、
こ
れ
以
降
、
王
莽
が
己
を
周
成
王
の
統
治
を
輔
佐
し
代
行
し
た
周
公
に
擬
え
つ

つ
、
そ
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
て
い
っ
た
過
程
を
背
景
に
も
つ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
皮
錫
瑞
『
経
学

通
論
』
巻
三
「
論
周
官
改
称
周
礼
始
於
劉
歆
武
帝
尽
罷
諸
儒
即
其
不
信
周
官
之
証
」
は
、
『
周
官
』
を

『
周
礼
』
と
改
称
し
た
の
は
、
思
う
に
劉
歆
に
始
ま
る
と
し
つ
つ
、
『
漢
書
』
に
見
え
る
孺
子
嬰
の
居

摂
年
間
（
後
六
～
後
七
）
ま
で
の
文
書
で
は
、
『
周
官
』
を
『
周
礼
』
と
呼
称
す
る
用
例
は
な
い
と
指

摘
す
る
。

（
37
）
『
漢
書
』
藝
文
志
・
六
藝
略
・
春
秋
の
項
の
小
序
に
「
周
室
既
微
、
載
籍
残
缺
、
仲
尼
思
存
前

聖
之
業
。
…
以
魯
周
公
之
国
、
礼
文
備
物
、
史
官
有
法
、
故
与
左
丘
明
観
其
史
記
、
拠
行
事
、
仍
人
道
、

因
興
以
立
功
、
就
敗
以
成
罰
、
假
日
月
以
定
暦
数
、
籍
朝
聘
以
正
礼
楽
。
…
丘
明
恐
弟
子
各
安
其
意
、

以
失
其
真
。
故
論
本
事
而
作
伝
、
明
夫
子
不
以
空
言
説
経
也
」
と
あ
る
。
劉
歆
に
と
っ
て
の
『
左
伝
』

が
、
本
来
、
孔
子
が
「
前
聖
の
業
」
、
と
り
わ
け
周・

・

・

・

・

公
の
礼
文
を
史
官
の
書
法
に
基
づ
い
て
保
存
し
よ

う
と
し
た
こ
と
に
基
づ
く
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
参
考
に
な
る
。
ま
た
唐
・
賈
公
彦
「
序
周
礼
廃
興
」
が

引
く
馬
融
「
周
官
伝
」
に
「
至
孝
成
皇
帝
達
才
通
人
劉
向
、
子
歆
校
理
秘
書
、
始
得
列
序
、
著
于
録
略
。

…
唯
歆
独
識
、
其
年
尚
幼
、
務
在
広
覧
博
観
、
又
多
鋭
精
于
春
秋
。
末
年
、
乃
知
其
周
公
致
太
平
之
迹
、

迹
具
在
斯
」
と
述
べ
、
劉
歆
が
『
春
秋
』
研
究
の
結
果
、
『
周
官
』
が
周
公
が
太
平
時
代
を
も
た
ら
し

た
痕
跡
だ
と
知
っ
た
と
す
る
の
も
参
考
に
な
る
。

（
38
）
『
漢
書
』
藝
文
志
・
六
藝
略
・
大
序
に
「
古
之
学
者
耕
且
養
、
三
年
而
通
一
藝
、
存
其
大
体
、

玩
経
文
而
已
。
…
後
世
経
伝
既
已
乖
離
、
博
学
者
又
不
思
多
聞
闕
疑
之
義
、
而
務
砕
義
逃
難
、
便
辞
巧

説
、
破
壊
形
体
。
説
五
字
之
文
、
至
於
二
三
万
言
」
云
々
と
あ
る
。
こ
こ
に
、
五
経
を
兼
修
し
て
こ
れ

を
体
系
的
に
理
解
せ
ず
、
一
経
を
専
修
し
て
一
字
一
句
の
解
釈
に
煩
言
を
弄
す
る
今
文
学
者
の
あ
り
方

へ
の
劉
歆
の
批
判
的
意
識
が
現
れ
て
い
る
。

（
39
）
『
漢
書
』
楚
元
王
伝
に
「
初
左
氏
伝
多
古
字
古
言
、
学
者
伝
訓
故
而
已
。
及
歆
治
左
氏
、
引
伝

文
以
解
経
、
転
相
発
明
、
由
是
章
句
義
理
備
焉
」
と
あ
る
よ
う
に
、
劉
歆
は
『
左
氏
伝
』
を
以
て
経
を

解
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
己
の
発
明
し
た
内
容
を
加
え
て
、
『
左
氏
伝
』
の
「
章
句
」
「
義
理
」
を

作
成
し
た
と
い
う
。
『
繁
露
』
の
所
説
は
こ
の
「
章
句
」
「
義
理
」
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

（
40
）
注
（
33
）
を
参
照
。

（
41
）
『
漢
書
』
叙
伝
下
に
記
さ
れ
る
、
藝
文
志
の
叙
目
に
「

羲
画
卦
、
書
契
後
作
、
虞
夏
商
周
、

孔
纂
其
業
、

書
刪
詩
、
綴
礼
正
楽
、
彖
系
大
易
、
因
史
立
法
。
六
学
既
登
、
遭
世
罔
弘
、
群
言
紛
乱
、

諸
子
相
騰
。
…
述
藝
文
志
第
十
」
と
あ
る
の
も
、
六
学
（
六
藝
）
は
孔
子
が
整
備
し
た
も
の
だ
と
す
る
。

（
42
）
『
左
伝
』
昭
公
二
十
九
年
・
襄
公
二
十
四
年
・
文
公
六
年
か
ら
文
公
十
三
年
ま
で
の
各
条
。
こ

の
点
は
、
福
井
氏
前
掲
論
文
の
第
一
章
第
一
節
が
指
摘
し
て
い
る
。

（
43
）
渡
邉
義
浩
「
『
漢
書
』
に
お
け
る
『
尚
書
』
の
継
承
」
（
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

紀
要 

第
一
分
冊
』
61
、
二
〇
一
五
）
は
、
班
固
の
『
漢
書
』
は
『
尚
書
』
を
継
承
し
て
漢
の
「
典
・

謨
」
を
「
述
」
べ
た
も
の
で
、
孔
子
の
業
に
匹
敵
す
る
営
為
で
あ
っ
た
と
す
る
。

（
44
）
「
凡
漢
書
叙
帝
皇
」
以
下
の
「
列
官
司
」
か
ら
「
惟
学
林
」
ま
で
の
全
て
の
句
は
、
「
帝
皇
」

を
主
語
と
し
て
読
む
べ
き
だ
と
筆
者
は
考
え
る
。

（
45
）
福
井
氏
前
掲
論
文
の
終
章
で
「
董
仲
舒
に
よ
る
儒
学
の
一
尊
化
と
い
う
〝
伝
承
〟
は
、
劉
向
父

子
ら
の
発
想
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
。
や
は
り
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
董
仲
舒
派
ら
の
後
学
の
〝
創

作
〟
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
班
固
は
意
図
的
に
そ
れ
を
継
承
導
入
し
て
、
『
漢
書
』
の
列
伝
と
し
て
文

章
化
し
た
も
の
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
る
。
筆
者
は
、
班
固
の
『
漢
書
』
が
、
董
仲

舒
の
伝
記
を
殊
更
に
大
き
く
取
り
上
げ
た
事
実
は
、
董
仲
舒
後
学
に
よ
る
『
繁
露
』
の
公
羊
学
を
己
の

左
伝
学
に
摂
取
し
て
、
こ
れ
を
天
人
相
関
論
の
基
礎
と
し
た
劉
歆
の
三
統
説
を
、
班
固
が
継
承
し
た
こ

と
が
深
く
関
与
し
て
い
る
と
考
え
る
。
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